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資  料

群馬県後期高齢者医療広域連合
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・
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認
定
等
に
関
す
る
管
理
、
保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
決
定

・
被
保
険
者
証
及
び
資
格
者
証
の
交
付
、
医
療
給
付
に
関
す
る
決
定

・
保
健
事
業
の
実
施

・
高
齢
者
保
健
事
業
と
介
護
予
防
等
の
一
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的
な
実
施
に
関
す
る
事
業
の
市

町
村
へ
の
委
託

・
保
険
料
の
徴
収
、
被
保
険
者
の
資
格
等
に
関
す
る
申
請
の
受
付

・
被
保
険
者
証
及
び
資
格
者
証
の
引
渡
し
・
回
収

・
医
療
給
付
、
保
険
料
に
関
す
る
申
請
等
の
受
付
、
証
明
書
の
交
付

・
高
齢
者
保
健
事
業
と
介
護
予
防
等
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一
体
的
な
実
施
に
関
す
る
事
業
の
実

施
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（
３
）
制
度
の
運
営

　
制
度
の
運
営
は
、
群
馬
県
内
の
全
て
の
市
町
村
で
構
成
す
る
「
群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
「
市
町
村
」
と
で
役
割
分
担
し
て
い
ま
す
。

事
務
の
分
担

市
町
村

広
域
連
合

（
２
）
財
源
構
成

　
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
に
つ
い
て
、
患
者
負
担
を
除
い
た
部
分
を
「
公
費
（
国
・
県
・
市
町
村
）
約
5
割
」
、
「
現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金
（
国
民
健
康
保
険
や
被
用
者
保

険
（
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
）
約
4
割
」
、
「
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
約
1
割
」
で
負
担
し
て
い
ま
す
。

※
具
体
例
・
・
・
A
さ
ん
（
1
割
負
担
）
が
、
診
療
所
で
1
万
円
の
診
療
を
受
け
た
場
合

＜
診
療
費
：
1
万
円
＞

現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金

公
費
（
国
・
県
・
市
町
村
）

１
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

（
１
）
制
度
の
仕
組
み

　
急
速
な
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
高
齢
者
の
医
療
費
が
増
え
る
中
、
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
を
明
確
に
し
、
公
平
で
分
か
り
や
す
い
制
度
と
す
る
た
め
、
7
5
歳
（
一

定
の
障
が
い
の
あ
る
人
は
6
5
歳
）
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
平
成
2
0
年
4
月
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

受
け
ら
れ
る
給
付
は
国
民
健
康
保
険
や
会
社
の
健
康
保

険
な
ど
と
概
ね
同
じ
。

患
者
負
担
は
一
般
が
1
割
又
は
2
割
、

現
役
並
み
所
得
者
が
3
割
。

加
入
す
る
全
て
の
方
が
保
険
料
を
負
担

保
険
証
を
毎
年
更
新
し
、
一
人
ひ
と
り
に

交
付

1



[歳
　

　
入

]
（単

位
：千

円
）

[歳
　

　
出

]
（単

位
：千

円
）

増
減

率
（％

）
増

減
率

（
％

）

そ
の

他
皆

減
1
5
.4

4
.2

1
6
.2

8
.1

2
.2

3
.2

■
被

保
険

者
数

の
推

移
（
各

年
度

末
数

）
■

一
人

当
た

り
保

険
給

付
費

■
保

険
料

の
収

納
率

の
推

移
■

準
備

基
金

残
高

の
推

移
（
翌

年
度

７
月

末
現

在
）

■
決

算
の

概
要

＜
総

括
＞

「歳
入

歳
出

差
引

は
前

年
度

比
△

2,
3
36

,3
08

千
円

（△
33

.0
%）

と
な

っ
た

。
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及
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支
払

基
金
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付

金
が
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加

し
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。

⇒
国
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金
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想
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外
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れ
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付
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付
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大
幅
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こ
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9
4
0
,5

1
2
円

━
増

加
率

0
.3

%
1
.8

%
▲

1
.5

%
1
.1

%
▲

0
.2

%
1
.2

%
▲

3
.9

%
2
.6

%
━

（
３

）
被

保
険

者
数

の
推

移

　

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

2
9
0
,3

9
0
人

2
9
2
,9

4
4
人

2
9
6
,1

2
4
人

3
0
6
,6

6
9
人

3
1
7
,2

6
5
人

3
2
9
,3

8
3
人

3
3
9
,5

5
0
人

3
4
7
,3

8
1
人

3
5
3
,7

4
8
人

2
.4

%
0
.9

%
1
.1

%
3
.6

%
3
.5

%
3
.8

%
3
.1

%
2
.3

%
1
.8

%

年
間

平
均

被
保

険
者

数

　
診

療
報

酬
改

定
（
H

2
6
、

H
2
8
、

H
3
0
、

R
2
、

R
4
の

偶
数

年
度

の
マ

イ
ナ

ス
改

定
）
の

影
響

に
よ

り
隔

年
で

増
減

を
繰

り
返

し
な

が
ら

8
5
～

8
7
万

円
前

後
で

推
移

し
て

い
る

が
、

広
域

連
合

発
足

当
初

の
H

2
0
年

度
（
＝

7
7
9
,4

9
5
円

）
と

比
較

す
る

と
約

1
2
.1

％
増

加
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

全
国

順
位

は
3
0
～

3
3
位

で
推

移
。

（
厚

生
労

働
省

の
年

報
よ

り
）

　
令

和
4
年

度
以

降
、

団
塊

の
世

代
が

被
保

険
者

と
な

る
こ

と
に

よ
り

、
令

和
4
年

度
か

ら
令

和
7
年

度
に

か
け

て
＋

3
％

台
と

高
い

増
加

率
で

推
移

す
る

こ
と

か
ら

、

被
保

険
者

数
の

増
に

よ
る

保
険

給
付

費
の

大
幅

な
増

加
が

見
込

ま
れ

る
。

増
加

率

8
0
0,

00
0円

8
5
0
,0

0
0円

9
0
0,

00
0円

9
5
0,

00
0円

1
,0

0
0
,0

0
0円

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

R
1

R
2

R
3

R
4

1
人

当
た

り
医

療
費

（
全

国
平

均
・
群

馬
県

）

全
国
平
均

群
馬
県

2.
4%

0
.9

%
1.

1%

3.
6%

3.
5%

3.
8%

3.
1%

2.
3%

1.
8%

0
.0

%

1
.0

%

2
.0

%

3
.0

%

4
.0

%

5
.0

%

28
0,

00
0人

30
0,

00
0人

32
0,

00
0人

34
0,

00
0人

36
0,

00
0人

38
0,

00
0人

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

年
間

平
均

被
保

険
者

数
及

び
増

加
率

※
R

5～
9は

、
群

馬
広

域
独

自
推

計
値

3



（
４

）
保

険
料

率
の

推
移

（
全

国
平

均
・
群

馬
県

）

第
1期

(H
2
0・

H
21

)
第

2期
(H

22
・H

2
3)

第
3
期

(H
2
4・

H
25

)
第

4期
(H

26
・H

27
)

第
5期

(H
28

・H
29

)
第

6期
(H

30
・R

1)
第

7期
(R

2・
R

3)
第

8期
(R

4・
R

5)
第

9期
(R

6・
R

7)

群
馬

県
据

え
置

き
引

き
上

げ
引

き
上

げ
据

え
置

き
据

え
置

き
据

え
置

き
引

き
上

げ
引

き
上

げ
（
見

込
）

均
等

割
額

3
9
,6

0
0
円

3
9
,6

0
0
円

4
2
,7

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
3
,6

0
0
円

4
5
,7

0
0
円

所
得

割
率

7
.3

6
%

7
.3

6
%

8
.4

8
%

8
.6

0
%

8
.6

0
%

8
.6

0
%

8
.6

0
%

8
.8

9
%

全
国

平
均

均
等

割
額

4
1
,5

0
0
円

4
1
,7

0
0
円

4
3
,5

5
0
円

4
4
,9

8
0
円

4
5
,2

8
9
円

4
5
,1

1
6
円

4
6
,9

8
7
円

4
7
,7

7
7
円

所
得

割
率

7
.6

5
%

7
.6

5
%

8
.5

5
%

8
.8

8
%

9
.0

9
%

8
.8

1
%

9
.1

2
%

9
.3

4
%

（
５

）
後

期
高

齢
者

負
担

率
の

推
移

H
2
0
・
H

2
1

H
2
2
・
H

2
3

H
2
4
・
H

2
5

H
2
6
・
H

2
7

H
2
8
・
H

2
9

H
3
0
・
R

1
R

2
・
R

3
R

4
・
R

5
R

6
・
R

7
（
見

込
）

1
0
.0

0
%

1
0
.2

6
%

1
0
.5

1
%

1
0
.7

3
%

1
0
.9

9
%

1
1
.1

8
%

1
1
.4

1
%

1
1
.7

2
%

1
2
.7

0
%

0
.2

6
0
.2

5
0
.2

2
0
.2

6
0
.1

9
0
.2

3
0
.3

1
0
.9

8
増

加
ポ

イ
ン

ト

　
保

険
料

率
は

2
年

に
1
度

、
見

直
す

こ
と

に
な

っ
て

お
り

、
こ

れ
ま

で
に

、
第

3
期

と
第

4
期

に
引

き
上

げ
た

後
、

据
え

置
い

て
き

た
が

、
第

8
期

は
4
期

ぶ
り

に
引

き
上

げ
を

行
っ

た
。

現
在

の
第

8
期

の
保

険
料

率
は

、
全

国
平

均
（
均

等
割

額
：
4
7
,7

7
7
円

、
所

得
割

率
：
9
.3

4
％

）
を

下
回

っ
て

い
る

。

試
算

中

試
算

中

後
期

高
齢

者
負

担
率

　
後

期
高

齢
者

負
担

率
は

、
高

齢
者

が
保

険
料

で
負

担
す

べ
き

割
合

と
し

て
国

が
定

め
る

も
の

で
、

現
行

の
後

期
高

齢
者

負
担

率
の

設
定

方
法

は
、

現
役

世
代

人
口

の
減

少
に

よ
る

現
役

世

代
1
人

当
た

り
の

負
担

の
増

加
分

の
1
/
2
の

割
合

で
引

き
上

げ
る

方
法

と
な

っ
て

お
り

、
現

役
世

代
の

負
担

が
年

々
大

き
く
な

っ
て

い
る

。
こ

の
た

め
、

R
6
・
7
年

度
以

降
、

後
期

高
齢

者
1
人

当
た

り

の
保

険
料

と
現

役
世

代
1
人

当
た

り
の

支
援

金
の

伸
び

率
が

同
じ

に
な

る
よ

う
設

定
の

見
直

し
が

行
わ

れ
る

。

10
.0

0%

10
.5

0%

11
.0

0%

11
.5

0%

12
.0

0%

12
.5

0%

13
.0

0%

H
20

・
H

21
H

22
・
H

23
H

24
・
H

25
H

26
・
H

27
H

28
・
H

29
H

30
・
R

1
R

2
・
R

3
R

4
・
R

5
R

6
・
R

7

後
期

高
齢

者
負

担
率

年
々
増
加

3
5
,0
0
0
円

3
7
,0
0
0
円

3
9
,0
0
0円

4
1
,0
0
0
円

4
3
,0
0
0
円

4
5
,0
0
0円

4
7
,0
0
0
円

4
9
,0
0
0
円

H
2
0
・
H
2
1

H
2
2
・
H
2
3

H
2
4
・
H
2
5

H
2
6
・
H
2
7

H
2
8
・
H
2
9

H
3
0
・
R
1

R
2
・
R
3

R
4
・
R
5

R
6
・
R
7

均
等
割
額
（
全
国
平
均
・
群
馬
県
）

全
国
平
均

群
馬
県

7
.0
0
%

7
.5
0
%

8
.0
0
%

8
.5
0
%

9
.0
0
%

9
.5
0
%

1
0
.0
0
%

1
0
.5
0
%

H
2
0
・
H
2
1

H
2
2
・
H
2
3

H
2
4
・
H
2
5

H
2
6
・
H
2
7

H
2
8
・
H
2
9

H
3
0
・
R
1

R
2
・
R
3

R
4
・
R
5

R
6
・
R
7

所
得
割
率
（
全
国
平
均
・
群
馬
県
）

全
国
平
均

群
馬
県

引
き
上
げ

（
見
込
）

引
き
上
げ

（
見
込
）

4



（
６

）
保

険
料

率
見

直
し

時
に

お
け

る
保

険
料

上
昇

抑
制

の
た

め
活

用
で

き
る

基
金

額
の

推
移

H
2
1

H
2
3

H
2
5

H
2
7

H
2
9

R
1

R
3

R
5
（
見

込
）

24
億

円
13

億
円

32
億

円
49

億
円

53
億

円
52

億
円

52
億

円
51

億
円

H
2
0
・
H

2
1

H
2
2
・
H

2
3

H
2
4
・
H

2
5

H
2
6
・
H

2
7

H
2
8
・
H

2
9

H
3
0
・
R

1
R

2
・
R

3
R

4
・
R

5
R

6
･R

7

24
億

円
22

億
円

24
億

円
25

億
円

30
億

円
59

億
円

50
億

円
試

算
中

（
７

）
医

療
給

付
費

等
準

備
基

金
残

高
の

推
移

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5
（
見

込
）

6,
36

0,
51

0,
36

9円
6,

43
5,

2
84

,9
95

円
6,

35
1,

6
37

,1
30

円
6,

72
0,

54
3,

29
3円

6,
31

3,
84

3,
27

8円
7,

94
6,

08
1,

63
3円

7,
81

1,
54

7,
04

8円
7,

77
5,

96
5,

64
7円

5,
10

4,
01

6,
64

7円

79
,2

99
,6

70
円

74
,7

74
,6

2
6円

△
8
3,

6
47

,8
65

円
36

8,
90

6,
16

3円
△

40
6,

70
0,

01
5円

1,
63

2,
23

8,
35

5円
△

13
4,

53
4,

58
5円

△
35

,5
81

,4
01

円
△

2,
67

1,
94

9,
00

0円

　
2
年

ご
と

に
保

険
料

率
を

見
直

す
際

は
、

ま
ず

2
年

間
の

医
療

給
付

費
等

を
見

込
み

、
そ

れ
に

対
応

で
き

る
よ

う
算

定
す

る
。

こ
れ

ま
で

、
被

保
険

者
の

負
担

を
抑

制
す

る
た

め
に

保
有

基
金

を
活

用
し

て
対

応
し

、
第

4
期

（
H

2
6
・
H

2
7
）
の

引
き

上
げ

以
降

は
保

険
料

率
を

据
え

置
く
こ

と
が

で
き

て
き

た
が

、
第

8
期

（
R

4
・
R

5
）
に

お
け

る
上

記
（
５

）
の

後
期

高
齢

者
負

担
率

の
上

昇
に

加

え
、

（
２

）
の

一
人

当
た

り
医

療
費

、
（
３

）
の

被
保

険
者

数
が

大
幅

に
増

加
す

る
中

、
保

険
料

上
昇

抑
制

の
た

め
に

活
用

で
き

る
基

金
額

が
不

足
す

る
見

通
し

と
な

り
、

（
４

）
の

と
お

り
、

4
期

増
減

額

保
険

料
率

見
直

し
前

年
度

末
基

金
残

高

保
険

料
率

の
上

昇
抑

制
の

た
め

に
活

用
し

た
基

金
額

決
算

剰
余

金
積

立
後

現
在

高

ぶ
り

に
保

険
料

率
の

引
き

上
げ

を
行

っ
た

。

　
　

上
記

（
6
）
の

保
険

料
上

昇
抑

制
の

た
め

に
活

用
で

き
る

基
金

額
を

担
保

す
る

準
備

基
金

保
有

残
高

の
状

況
は

下
記

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
被

保
険

者
数

の
急

増
に

加
え

て
、

　
一

人
当

た
り

医
療

費
も

上
昇

し
て

い
る

状
況

で
あ

り
、

仮
に

令
和

5
年

度
決

算
に

お
い

て
剰

余
金

を
積

立
て

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
約

5
1
億

円
ま

で
減

少
す

る
。

H
20

・
H

21
H

22
・
H

23
H

24
・
H

25
H

26
・
H

27
H

28
・
H

29
H

30
・
R

1
R

2
・
R

3
R

4
・
R

5
R

6
・
R

7

0億
円

20
億

円

40
億

円

60
億

円

80
億

円

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

決
算

剰
余

金
積

立
後

の
7月

末
現

在
高

単
位

（円
）

約
2
6
億
円
減
少

0
億
円

2
0
億
円

4
0
億
円

6
0
億
円

8
0
億
円

H
22

・
H

23
H

24
・
H

25
H

2
6・

H
2
7

H
28

・
H

29
H

30
・R

1
R

2
・R

3
R

4・
R

5
R

6・
R

7

保
険

料
見

直
し

時
に

お
け

る
見

直
し

前
年

度
末

現
在

高
と

保
険

料
上

昇
抑

制
の

た
め

に
活

用
し

た
基

金
額

保
険
料
率
の
上
昇
抑
制
の
た
め
に
活
用
し
た
基
金
額

保
険
料
率
見
直
し
前
年
度
末
基
金
残
高

※
1
0
0
0万

円
以

下
四

捨
五

入

5



R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

17
9,

40
8,

00
0円

18
5,

66
7
,0

0
0
円

1
9
7
,8

9
0
,0

0
0
円

1
7
2
,5

8
4
,0

0
0
円

1
8
1
,9

7
4
,0

0
0
円

19
位

1
7
位

5
位

2
0
位

9
位

77
/1

20
9
7
/
1
3
0

1
2
1
/
1
3
0

1
0
0
/
1
2
0

1
1
6
/
1
3
4

共
通

①
健

診
の

実
施

及
び

健
診

結
果

を
活

用
し

た
取

組
7
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
7

共
通

②
歯

科
健

診
の

実
施

及
び

健
診

結
果

を
活

用
し

た
取

組
7
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
7

6
/
7

共
通

③
重

症
化

予
防

の
取

組
4
/
1
8

7
/
2
1

1
9
/
2
1

6
/
1
0

1
0
/
1
0

共
通

④
被

保
険

者
の

主
体

的
な

健
康

づ
く
り

2
/
7

2
/
7

7
/
7

8
/
8

4
/
8

共
通

⑤
適

正
受

診
・
適

正
服

薬
5
/
7

7
/
7

7
/
7

0
/
5

5
/
5

共
通

⑥
後

発
医

薬
品

の
使

用
割

合
・
使

用
促

進
5
/
7

6
/
7

7
/
7

7
/
7

7
/
7

固
有

①
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
計

画
策

定
状

況
4
/
4

4
/
4

4
/
4

2
/
2

2
/
2

高
齢

者
の

特
性

を
踏

ま
え

た
保

健
事

業
の

実
施

（
ハ

イ
リ

ス
ク

ア
プ

ロ
ー

チ
　

高
齢

者
に

対
す

る
個

別
支

援
）

9
/
1
5

9
/
1
5

高
齢

者
の

特
性

を
踏

ま
え

た
保

健
事

業
の

実
施

4
/
1
8

1
1
/
2
1

1
4
/
2
1

高
齢

者
の

特
性

を
踏

ま
え

た
保

健
事

業
の

実
施

（
ポ

ピ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
ア

プ
ロ

ー
チ

　
通

い
の

場
等

へ
の

積
極

的
な

関
与

）
8
/
8

8
/
8

専
門

職
の

配
置

等
体

制
整

備
1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

固
有

④
一

体
的

実
施

、
地

域
包

括
ケ

ア
の

推
進

1
5
/
1
5

1
5
/
1
5

専
門

職
の

配
置

等
体

制
整

備
、

市
町

村
後

方
支

援
の

実
施

1
0
/
1
0

1
0
/
1
0

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

の
取

組
4
/
4

5
/
8

8
/
8

固
有

⑥
第

三
者

求
償

の
取

組
5
/
6

6
/
6

6
/
6

6
/
6

6
/
6

実
施

事
業

に
対

す
る

評
価

の
有

無
（
H

3
0
か

ら
評

価
指

標
へ

追
加

）
1
5
/
2
0

2
0
/
2
0

2
0
/
2
0

1
5
/
2
0

2
0
/
2
0

実
施

事
業

等
の

ア
ウ

ト
カ

ム
指

標
（
R

5
か

ら
評

価
指

標
へ

追
加

）
7
/
1
4

※
R

5
年

度
か

ら
実

施
事

業
等

の
ア

ウ
ト

カ
ム

指
標

が
追

加
さ

れ
ま

し
た

。

獲
得

点
数

/満
点

※
R

4
年

度
か

ら
指

標
（
固

有
②

～
⑤

）
及

び
配

点
（
共

通
③

～
⑤

、
固

有
①

～
⑤

）
に

つ
い

て
一

部
変

更
と

な
り

ま
し

た
。

上
段

が
新

指
標

、
下

段
が

旧
指

標
と

な
り

ま
す

。

（８
）保

険
者

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
交

付
金

の
推

移

交
付

年
度

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
交

付
金

実
績

額

全
国

順
位

　
か

ら
実

績
額

、
順

位
と

も
に

下
が

っ
て

し
ま

っ
た

が
、

重
症

化
予

防
及

び
服

薬
指

導
等

に
注

力
し

、
令

和
５

年
度

は
実

績
額

、
順

位
と

も
上

昇
し

た
。

　
保

健
事

業
等

の
評

価
指

標
の

得
点

及
び

被
保

険
者

数
に

よ
り

按
分

し
て

交
付

さ
れ

る
も

の
。

令
和

４
年

度
は

事
業

指
標

の
変

更
が

行
わ

れ
た

こ
と

や
、

全
国

的
に

も
取

組
が

進
ん

で
き

た
こ

と
な

ど

　
　

保
険

者
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

交
付

金
と

は
、

広
域

連
合

に
よ

る
被

保
険

者
に

対
す

る
予

防
・健

康
づ

く
り

の
取

組
や

医
療

費
適

正
化

の
事

業
実

施
を

支
援

す
る

た
め

、
１

０
０

億
円

を
予

算
規

模
と

し
、

固
有

⑤

固
有

③

固
有

②

「
高

齢
者

の
特

性
を

踏
ま

え
た

保
健

事
業

の
実

施
（
ハ

イ
リ

ス
ク

ア
プ

ロ
ー

チ
）
」
の

獲
得

点
数

が
少

な
い

た
め

、

一
人

当
た

り
医

療
費

の
減

少
に

繋
が

る
取

り
組

み
を

強
化

し
、

交
付

金
の

増
額

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
。

取
組

強
化

分
母

は
満

点

分
子

は
獲

得
点

数
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 ＜
①

レ
セ

プ
ト

点
検

＞

レ
セ

プ
ト

の
資

格
点

検
及

び
内

容
点

検
の

実
施

に
よ

り
、

過
誤

調
整

を
行

う
こ

と
で

、
下

記
の

と
お

り
財

政
効

果
が

生
じ

て
い

る
。

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

8
7
6
,9

3
7
千

円
9
6
5
,7

0
2
千

円
9
2
4
,9

4
6
千

円
8
9
1
,5

8
7
千

円
9
9
5
,6

2
3
千

円

（
3
1
,8

1
6
枚

）
（
3
3
,6

6
4
枚

）
（
3
4
,2

4
1
枚

）
（
4
1
,4

0
9
枚

）
（
3
8
,6

1
3
枚

）

6
0
4
,9

6
8
千

円
6
8
4
,9

6
1
千

円
5
6
6
,1

3
3
千

円
6
3
1
,3

3
0
千

円
7
0
8
,3

2
1
千

円

（
2
9
,4

7
8
枚

）
（
2
5
,7

6
8
枚

）
（
3
4
,2

4
1
枚

）
（
3
6
,3

3
1
枚

）
（
3
3
,6

3
4
枚

）

2
7
1
,9

6
9
千

円
2
8
0
,7

4
1
千

円
3
5
8
,8

1
3
千

円
2
6
0
,2

5
7
千

円
2
8
7
,3

0
2
千

円

（
2
,3

3
8
枚

）
（
7
,8

9
6
枚

）
（
5
,7

8
3
枚

）
（
5
,0

7
8
枚

）
（
4
,9

7
9
枚

）

（
９

）
医

療
費

等
の

適
正

化
の

た
め

の
取

組
状

況

（
点

検
枚

数
）

財
政

効
果

額

（
点

検
枚

数
）

過
誤

調
整

（
点

検
枚

数
）

返
納

金

2
7
1
,9
6
9
千
円

2
8
0
,7
4
1
千
円

3
5
8
,8
1
3
千
円

2
6
0
,2
5
7
千
円

2
8
7
,3
0
2
千
円

6
0
4
,9
6
8
千
円

6
8
4
,9
6
1
千
円

5
6
6
,1
3
3
千
円

6
3
1
,3
3
0
千
円

7
0
8
,3
2
1
千
円

2
9
,4
7
8
枚

2
5
,7
6
8
枚

3
4
,2
4
1
枚

3
6
,3
3
1
枚

3
3
,6
3
4
枚

2
,3
3
8
枚

7
,8
9
6
枚

5
,7
8
3
枚

5
,0
7
8
枚

4
,9
7
9
枚

0
枚5
,0
0
0
枚

1
0
,0
0
0枚

1
5
,0
0
0枚

2
0
,0
0
0枚

2
5
,0
0
0枚

3
0
,0
0
0枚

3
5
,0
0
0
枚

4
0
,0
0
0枚

0
千
円

2
0
0
,0
0
0
千
円

4
0
0
,0
0
0
千
円

6
0
0
,0
0
0
千
円

8
0
0
,0
0
0
千
円

1
,0
0
0
,0
0
0
千
円

1
,2
0
0
,0
0
0
千
円

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

財
政
効
果
額
及
び
レ
セ
プ
ト
点
検
枚
数
の
推
移

財
政
効
果
額

点
検
枚
数

返
納
金

過
誤
調
整

点
検
枚
数
（
返
納
金
）

点
検
枚
数
（
過
誤
調
整
）
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＜

②
ジ

ェ
ネ

リ
ッ

ク
医

薬
品

使
用

促
進

＞

　
被

保
険

者
に

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
へ

切
り

替
え

た
場

合
の

自
己

負
担

額
の

差
額

を
通

知
す

る
な

ど
、

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
が

よ
り

安
価

で
あ

る
こ

と
の

周
知

を
行

い
、

被
保

険
者

及
び

保
険

者
の

医
療

費
負

担
分

の
軽

減
を

図
っ

て
い

る
。

【
実
施
内
容
】

・
保
険
証
一
斉
更
新
時
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
広
域
連
合
H
P
な
ど
に
案
内
を
掲
載

・
新
規
の
保
険
証
郵
送
時
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
」
を
同
封
す
る
と
と
も
に
、
希
望
者
に
は
市
町
村
窓
口
で
配
布

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
差
額
通
知
の
送
付
（
R
4
実
績
：
年
2
回
、
合
計
1
9
,9
5
2
通
を
送
付
）

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

1
8
5
,7

0
0
千

円
1
0
3
,1

2
2
千

円
9
4
,4

6
7
千

円
8
4
,0

1
4
千

円
9
9
,0

7
3
千

円

3
2
,2

8
9
通

3
1
,1

1
0
通

2
6
,9

2
5
通

2
9
,6

2
2
通

1
9
,9

5
2
通

7
7
.3

%
8
0
.0

%
8
1
.6

%
8
1
.9

%
8
3
.1

%

(7
4
.4

%
)

(7
7
.4

%
)

(7
9
.2

%
)

(7
9
.5

%
)

(8
1
.2

%
)

※
数

量
シ

ェ
ア

と
は

使
用

割
合

の
こ

と
で

、
厚

生
労

働
省

が
毎

年
度

2
回

（９
月

・
３

月
時

点
）
公

表
を

し
て

い
る

。
上

記
表

は
、

３
月

時
点

の
も

の
で

あ
る

。

（
全

国
平

均
）

数
量

シ
ェ

ア

差
額

通
知

送
付

件
数

財
政

効
果

額

（
９

）
医

療
費

等
の

適
正

化
の

た
め

の
取

組
状

況

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
が

H
30

に
急

速
に

普
及

し
た

た
め

、
差

額
通

知
送

付
数

と
財

政
効

果
額

が
と

も
に

減

少
傾

向
と

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、

R
2
.1

2
以

降
医

薬
品

の
供

給
不

足

が
続

い
て

お
り

、
そ

の
影

響
は

、
一

部
の

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
に

も
及

ん
で

い
る

。
こ

う
し

た
状

況
を

踏
ま

え
、

R
4年

度
は

、
差

額
2
0
0円

以
上

の
院

外
処

方
分

の
み

と
し

、
院

内
処

方
分

を
除

く
扱

い
と

し
た

。

1
8
5
,7
0
0
千
円

1
0
3
,1
2
2
千
円

9
4
,4
6
7
千
円

8
4
,0
1
4
千
円

9
9
,0
7
3
千
円

3
2
,2
8
9
通

3
1
,1
1
0
通

2
6
,9
2
5
通

2
9
,6
2
2
通

1
9
,9
5
2
通

7
7
.3
%

8
0
.0
%

8
1
.6
%

8
1
.9
%

8
3
.1
%

7
4
.4
%

7
7
.4
%

7
9
.2
%

7
9
.5
%

8
1
.2
%

7
0
.0
%

7
2
.0
%

7
4
.0
%

7
6
.0
%

7
8
.0
%

8
0
.0
%

8
2
.0
%

8
4
.0
%

0
千
円

2
0
,0
0
0
千
円

4
0
,0
0
0
千
円

6
0
,0
0
0
千
円

8
0
,0
0
0
千
円

1
0
0
,0
0
0
千
円

1
2
0
,0
0
0千

円

1
4
0
,0
0
0
千
円

1
6
0
,0
0
0千

円

1
8
0
,0
0
0
千
円

2
0
0
,0
0
0千

円

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

差
額
通
知
送
付
件
数
と
財
政
効
果
額
の
推
移
・
数
量
シ
ェ
ア
（
全
国
平
均
・
群
馬
県
）

財
政
効
果
額

数
量
シ
ェ
ア

差
額
通
知

送
付
件
数

数
量
シ
ェ
ア

（
群
馬
県
）

（
全
国
平
均
）
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（
１
）
国
の
動
向
　
※
別
添
資
料
参
照

　
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
成
立
（
令
和
５
年
５
月
１
９
日
公
布
）
に
よ
る

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
影
響
は
次
の
と
お
り
。

①
　
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
設
定
方
法
の
見
直
し

　
　
後
期
高
齢
者
負
担
率
と
は
、
２
(
５
)
に
も
あ
る
と
お
り
、
高
齢
者
が
保
険
料
で
負
担
す
べ
き
割
合
と
し
て
国
が
定
め
る
も
の
で
、
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
上
昇
は
、
保
険
料
率

　
の
上
昇
要
因
と
な
る
。
現
行
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
設
定
方
法
は
、
現
役
世
代
人
口
の
減
少
に
よ
る
現
役
世
代
1
人
当
た
り
の
負
担
の
増
加
分
の
1
/
2
の
割
合
で
引
き
上
げ
る
方

　
法
と
な
っ
て
い
る
。
制
度
導
入
以
降
、
現
役
世
代
の
負
担
が
大
き
く
増
加
し
、
制
度
創
設
時
と
比
べ
て
、
現
役
世
代
の
支
援
金
が
1
.
7
倍
の
伸
び
に
対
し
、
高
齢
者
の
保
険
料
は

　
負
1
.
2
倍
の
伸
び
に
と
ど
ま
り
、
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
。
令
和
6
年
度
以
降
、
高
齢
者
の
保
険
料
と
現
役
世
代
の
支
援
金
の
伸
び
が
同
じ
に
な
る
よ
う
設
定
方
法
が
見
直
さ
れ
、

　
令
和
6
･
7
年
度
は
、
後
期
高
齢
者
担
率
が
大
幅
に
増
加
す
る
見
込
み
。

　
【
激
変
緩
和
措
置
の
内
容
】

　
・
均
等
割
額
は
、
制
度
改
正
に
伴
う
増
加
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
、
約
6割

の
方
（
年
金
年
収
15
3万

円
相
当
以
下
の
方
）
は
制
度
改
正
に
伴
う
負
担
増
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応
。

　
・
所
得
割
額
に
つ
い
て
も
、
約
12
%の

方
（
年
金
収
入
1
5
3万

円
～
2
1
1万

円
相
当
以
下
の
方
）
は
、
令
和
6年

度
は
制
度
改
正
に
伴
う
負
担
の
増
加
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応

◎
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
上
昇
と
保
険
料
の
関
係
イ
メ
ー
ジ

後
期
高
齢
者
支
援
金
（
約
4
割
）

国 調
整

交
付
金

1
/6

県

定
率
負
担

1
/6

市
町
村

定
率
負
担

1
/6

現
役
世
代
（
国
保
・
被
用
者
保
険
等
）

か
ら
の
支
援
金

　
　
　
　
　
　
　
R
6
・
R
7
：
1
2
.7
0
％
（
見
込
）
←

→
H
2
0
：
1
0
％

②
　
出
産
育
児
一
時
金
に
係
る
費
用
の
一
部
を
支
援
す
る
仕
組
み
の
導
入

　
　
少
子
化
を
克
服
し
、
子
育
て
世
代
を
全
世
代
で
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
出
産
育
児
一
時
金
に
係
る
費
用
の
一
部
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
。

　
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
支
援
金
の
支
援
割
合
を
対
象
額
の
7
%
に
設
定
さ
れ
た
。
支
援
金
は
、
各
広
域
連
合
の
被
保
険
者
数
に
よ
り
按
分
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
【
激
変
緩
和
措
置
の
内
容
】

　
・
出
産
育
児
一
時
金
に
対
す
る
高
齢
者
の
支
援
を
令
和
6
･7
年
度
は
1
/2
と
し
、
負
担
増
を
抑
制
。

３
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
今
後
の
動
向

一
部
負
担
金

【
医
療
機
関
等
の
窓

口
で
支
払
う
金
額
】

1
・
2
・
3
割

公
費
負
担
（
約
５
割
）

保
険
料

（
約
1
割
）

国

定
率
負
担

3
/6

医
療

費

医
療
給
付
費

後
期
高
齢
者
負
担
率
の
上
昇
は
保
険
料
率
の
上
昇
要
因
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（
２
）
目
指
す
べ
き
方
向
性 異
次
元
の
少
子
化
及
び
超
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
、
今
後
も
安
定
し
た
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
を
維
持
・
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
、
１
人
で
も
多
く
の

高
齢
者
が
介
護
な
ど
を
必
要
と
せ
ず
、
様
々
な
場
面
で
活
躍
で
き
る
よ
う
高

齢
者
の
健
康
寿
命
を
延
伸
さ
せ
る
こ
と
が
更
に
重
要
と
な
る
。

こ
の
ま
ま
で
は

保
険
料
率
上
昇
リ
ス
ク

は
高
ま
る

保
険
料
負
担

被
保
険
者
数
の
急
増

後
期
高
齢
者
負
担
率
の
上
昇

一
人
当
た
り
医
療
費
の
増
加

●
保
健
事
業
の
推
進

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
等
の
一
体
的
な
実
施

事
業
の
推
進

（
高
齢
者
保
健
事
業
を
強
化
し
重
症
化
を
予
防
す
る
）

●
給
付
の
適
正
化

・
的
確
な
レ
セ
プ
ト
点
検
の
実
施

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進

上
記
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
で
､

後
期
高
齢
者
の
健
康
寿
命
を
延
ば
し
、

一
人
当
た
り
医
療
費
の
増
加
を
抑
制
す
る

こ
と
が
重
要

取
組
強
化

な
ど

出
産
育
児
支
援
金

10



全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健

康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て

厚
生

労
働

省
保

険
局

令
和
５
年
２
月
2
4
日

第
1
6
3
回
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会

資
料
３

医
療
懇
談
会
資
料
用
に
一
部
を
抜
粋
し
て
い
ま
す
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全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
概
要

１
．
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
拡
充

【
健

康
保

険
法

、
船

員
保

険
法

、
国

民
健

康
保

険
法

、
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

等
】

①
出

産
育

児
一

時
金

の
支

給
額

を
引

き
上

げ
る

（
※

）
と

と
も

に
、

支
給

費
用

の
一

部
を

現
役

世
代

だ
け

で
な

く
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

も
支

援
す

る
仕

組
み

と
す

る
。

（
※

）
4
2
万

円
→

5
0
万

円
に

令
和

５
年

４
月

か
ら

引
き

上
げ

（
政

令
）

、
出

産
費

用
の

見
え

る
化

を
行

う
。

②
産

前
産

後
期

間
に

お
け

る
国

民
健

康
保

険
料

（
税

）
を

免
除

し
、

そ
の

免
除

相
当

額
を

国
・

都
道

府
県

・
市

町
村

で
負

担
す

る
こ

と
と

す
る

。

２
．
高
齢
者
医
療
を
全
世
代
で
公
平
に
支
え
合
う
た
め
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し

【
健

保
法

、
高

確
法

】

①
後

期
高

齢
者

の
医

療
給

付
費

を
後

期
高

齢
者

と
現

役
世

代
で

公
平

に
支

え
合

う
た

め
、

後
期

高
齢

者
負

担
率

の
設

定
方

法
に

つ
い

て
、

「
後

期
高

齢
者

一
人

当
た

り
の

保
険

料
」

と
「

現
役

世
代

一
人

当
た

り
の

後
期

高
齢

者
支

援
金

」
の

伸
び

率
が

同
じ

と
な

る
よ

う
見

直
す

。
②

前
期

高
齢

者
の

医
療

給
付

費
を

保
険

者
間

で
調

整
す

る
仕

組
み

に
お

い
て

、
被

用
者

保
険

者
に

お
い

て
は

報
酬

水
準

に
応

じ
て

調
整

す
る

仕
組

み
の

導
入

等
を

行
う

。
健

保
連

が
行

う
財

政
が

厳
し

い
健

保
組

合
へ

の
交

付
金

事
業

に
対

す
る

財
政

支
援

の
導

入
、

被
用

者
保

険
者

の
後

期
高

齢
者

支
援

金
等

の
負

担
が

大
き

く
な

る
場

合
の

財
政

支
援

の
拡

充
を

行
う

。

３
．
医
療
保
険
制
度
の
基
盤
強
化
等

【
健

保
法

、
船

保
法

、
国

保
法

、
高

確
法

等
】

①
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
に

つ
い

て
、

計
画

に
記

載
す

べ
き

事
項

を
充

実
さ

せ
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
ご

と
に

保
険

者
協

議
会

を
必

置
と

し
て

計
画

の
策

定
・

評
価

に
関

与
す

る
仕

組
み

を
導

入
す

る
。

ま
た

、
医

療
費

適
正

化
に

向
け

た
都

道
府

県
の

役
割

及
び

責
務

の
明

確
化

等
を

行
う

。
計

画
の

目
標

設
定

に
際

し
て

は
、

医
療

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

効
果

的
・

効
率

的
に

組
み

合
わ

せ
た

提
供

や
、

か
か

り
つ

け
医

機
能

の
確

保
の

重
要

性
に

留
意

す
る

こ
と

と
す

る
。

②
都

道
府

県
が

策
定

す
る

国
民

健
康

保
険

運
営

方
針

の
運

営
期

間
を

法
定

化
（

６
年

）
し

、
医

療
費

適
正

化
や

国
保

事
務

の
標

準
化

・
広

域
化

の
推

進
に

関
す

る
事

項
等

を
必

須
記

載
と

す
る

。
③

経
過

措
置

と
し

て
存

続
す

る
退

職
被

保
険

者
の

医
療

給
付

費
等

を
被

用
者

保
険

者
間

で
調

整
す

る
仕

組
み

に
つ

い
て

、
対

象
者

の
減

少
や

保
険

者
等

の
負

担
を

踏
ま

え
て

廃
止

す
る

。

４
．
医
療
・
介
護
の
連
携
機
能
及
び
提
供
体
制
等
の
基
盤
強
化

【
地

域
に

お
け

る
医

療
及

び
介

護
の

総
合

的
な

確
保

の
促

進
に

関
す

る
法

律
、

医
療

法
、

介
護

保
険

法
、

高
確

法
等

】

①
か

か
り

つ
け

医
機

能
に

つ
い

て
、

国
民

へ
の

情
報

提
供

の
強

化
や

、
か

か
り

つ
け

医
機

能
の

報
告

に
基

づ
く

地
域

で
の

協
議

の
仕

組
み

を
構

築
し

、
協

議
を

踏
ま

え
て

医
療

・
介

護
の

各
種

計
画

に
反

映
す

る
。

②
医

療
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
医

療
保

険
者

と
介

護
保

険
者

が
被

保
険

者
等

に
係

る
医

療
・

介
護

情
報

の
収

集
・

提
供

等
を

行
う

事
業

を
一

体
的

に
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

介
護

保
険

者
が

行
う

当
該

事
業

を
地

域
支

援
事

業
と

し
て

位
置

付
け

る
。

③
医

療
法

人
や

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
に

経
営

情
報

の
報

告
義

務
を

課
し

た
上

で
当

該
情

報
に

係
る

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
整

備
す

る
。

④
地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
制

度
に

つ
い

て
一

定
の

要
件

の
も

と
個

人
立

の
病

院
等

や
介

護
事

業
所

等
が

参
加

で
き

る
仕

組
み

を
導

入
す

る
。

⑤
出

資
持

分
の

定
め

の
あ

る
医

療
法

人
が

出
資

持
分

の
定

め
の

な
い

医
療

法
人

に
移

行
す

る
際

の
計

画
の

認
定

制
度

に
つ

い
て

、
期

限
の

延
長

(令
和

５
年

９
月

末
→

令
和

８
年

1
2
月

末
)等

を
行

う
。

等

令
和

６
年

４
月

１
日

（
た

だ
し

、
３

①
の

一
部

及
び

４
⑤

は
公

布
日

、
４

③
の

一
部

は
令

和
５

年
８

月
１

日
、

１
②

は
令

和
６

年
１

月
１

日
、

３
①

の
一

部
及

び
４

①
は

令
和

７
年

４
月

１
日

、
４

③
の

一
部

は
公

布
後

３
年

以
内

に
政

令
で

定
め

る
日

、
４

②
は

公
布

後
４

年
以

内
に

政
令

で
定

め
る

日
）

施
行
期
日

改
正
の
概
要

全
世

代
対

応
型

の
持

続
可

能
な

社
会

保
障

制
度

を
構

築
す

る
た

め
、

出
産

育
児

一
時

金
に

係
る

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
か

ら
の

支
援

金
の

導
入

、
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

に
お

け
る

後
期

高
齢

者
負

担
率

の
見

直
し

、
前

期
財

政
調

整
制

度
に

お
け

る
報

酬
調

整
の

導
入

、
医

療
費

適
正

化
計

画
の

実
効

性
の

確
保

の
た

め
の

見
直

し
、

か
か

り
つ

け
医

機
能

が
発

揮
さ

れ
る

制
度

整
備

、
介

護
保

険
者

に
よ

る
介

護
情

報
の

収
集

・
提

供
等

に
係

る
事

業
の

創
設

等
の

措
置

を
講

ず
る

。

改
正
の
趣
旨
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次
期
医
療
保
険
制
度
改
革
の
主
要
事
項

Ⅰ
．
出
産
育
児
一
時
金
の
引
き
上
げ

○
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て
、
費
用
の
見
え
る
化
を
行
い
つ
つ
、

大
幅
に
増
額
（
4
2
万
円
→
5
0
万
円
/
令
和
5
年
4
月
）

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
出
産
育
児
一
時
金
に
係
る
費
用
の
一
部

を
支
援
す
る
仕
組
み
を
導
入
し
、
子
育
て
を
全
世
代
で
支
援

※
高

齢
者

医
療

制
度

創
設

前
は

、
全

て
の

世
代

で
出

産
育

児
一

時
金

を
含

め
子

ど
も

関
連

の
医

療
費

を
負

担

Ⅱ
．
高
齢
者
医
療
を
全
て
の
世
代
で
公
平
に
支
え
合
う
仕
組
み

○
現
役
世
代
の
負
担
上
昇
を
抑
制
す
る
た
め
、
後
期
高
齢
者
医
療
に

お
け
る
高
齢
者
の
保
険
料
負
担
割
合
を
見
直
し

制
度

創
設

時
と

比
べ

、
現

役
世

代
の

支
援

金
は

1
.7

倍
、

高
齢

者
の

保
険

料
は

1
.2

倍
の

伸
び

と
な

っ
て

お
り

、
高

齢
者

の
保

険
料

と
現

役
世

代
の

支
援

金
の

伸
び

が
同

じ
に

な
る

よ
う

見
直

し
。

高
齢

者
世

代
の

保
険

料
に

つ
い

て
、

低
所

得
層

の
負

担
増

に
配

慮
し

、
賦

課
限

度
額

や
所

得
に

係
る

保
険

料
率

を
引

き
上

げ
る

形
で

負
担

能
力

に
応

じ
た

負
担

と
し

つ
つ

、
激

変
緩

和
措

置
を

講
ず

る
。

Ⅲ
．
被
用
者
保
険
に
お
け
る
負
担
能
力
に
応
じ
た
格
差
是
正
の
強
化

○
前
期
高
齢
者
の
給
付
費
の
調
整
に
お
い
て
、
現
行
の
「
加
入
者
数

に
応
じ
た
調
整
」
に
加
え
、
「
報
酬
水
準
に
応
じ
た
調
整
」
を
導
入

※
被

用
者

保
険

者
間

の
保

険
料

率
の

格
差

が
拡

大
。

協
会

け
ん

ぽ
（

1
0
％

）
以

上
の

保
険

者
が

２
割

超
。

○
あ
わ
せ
て
、
現
役
世
代
の
負
担
を
で
き
る
か
ぎ
り
抑
制
し
、
企
業

の
賃
上
げ
努
力
を
促
進
す
る
形
で
、
既
存
の
支
援
を
見
直
す
と
と

も
に
国
費
に
よ
る
更
な
る
支
援
を
実
施

≪
出

産
費

用
（

正
常

分
娩

）
の

推
移
≫

※
民

間
医

療
機

関
を

含
め

た
全

施
設

の
平

均

H
2
4
 

R
3

41
.7

万
円

47
.3

万
円

＋
産

科
医

療
補

償
制

度
の

掛
金

1.
2万

円

国
保

健
保

組
合

協
会

け
ん

ぽ
共

済
組

合

被
保

険
者

被
保

険
者

被
保

険
者

被
保

険
者

出
産
育
児
一
時
金
に
充
当

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

費
用
の
一
部
を
支
援

国
保

前
期
高
齢
者
給
付
費

被
用

者
保

険

加
入
者
数
に
応
じ
た
調
整

各
保
険
者
の
報
酬
水
準

に
応
じ
た
調
整
を
導
入

1
0

2
8

1
5

3
7
5
41

2
52
0
92

6
63
6
3 2

3
1 5

5
2
1

5.0％未満

5.0～5.5％

5.5～６％

６～6.5％

6.5～７％

７～7.5％

7.5～８％

８～8.5％

8.5～９％

９～9.5％

9.5～10％

10～10.5％

10.5～11.0％

11.0％以上

協
会
け
ん
ぽ

1
0
.0
％

≪
健

康
保

険
組

合
の

保
険

料
率

の
分

布
（

Ｒ
３

）
≫

H
2
0
 

R
4

≪
一

人
当

た
り

保
険

料
･支

援
金

の
推

移
（

月
額

）
≫

現
役

世
代

一
人

当
た

り
支

援
金

53
32

円

29
80

円
64

72
円

1.
2倍

54
56

円
1.
7倍

高
齢

者
一

人
当

た
り

保
険

料

公
費

（
税

金
）

（
8
.0

兆
円

）
（

約
５

割
）

現
役

世
代

の
支

援
金

（
6
.9

兆
円

）
（

約
４

割
）

高
齢

者
の

保
険

料
(1

.5
兆

円
）

（
約

１
割

）

※
令

和
４

年
度

予
算

ベ
ー

ス
。

窓
口

負
担

（
1.5

兆
円

）
等

を
除

く
。

≪
後

期
高

齢
者

医
療

の
財

源
≫

健
保

組
合

（
大

企
業

）
協

会
け

ん
ぽ

（
中

小
企

業
）
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出
産
育
児
一
時
金
の
引
上
げ
額
に
つ
い
て
（
政
令
事
項
）

※
「

全
施

設
」

の
平

均
出

産
費

用
は

、
こ

こ
10

年
、

毎
年

平
均

で
1.

4%
上

昇
し

て
お

り
、

令
和

４
年

度
の

平
均

出
産

費
用

を
48

.0万
円

と
推

計
。

○
出

産
育

児
一

時
金

の
額

に
つ

い
て

は
、

前
回

の
引

き
上

げ
時

は
、

「
公

的
病

院
」

の
平

均
出

産
費

用
を

勘
案

し
、

設
定

。

○
出

産
費

用
は

年
々

上
昇

す
る

中
で

、
平

均
的

な
標

準
費

用
を

全
て

賄
え

る
よ

う
に

す
る

観
点

か
ら

、

・
「

全
施

設
」

の
平

均
出

産
費

用
を

勘
案

す
る

と
と

も
に

、

・
近

年
の

伸
び

を
勘

案
し

、
直

近
の

出
産

費
用

も
賄

え
る

額
に

設
定

す
る

。

○
以

上
よ

り
、

48
.0

万
円

（
令

和
４

年
度

の
全

施
設

平
均

出
産

費
用

の
推

計
額

（
※

）
）

＋
1.

2万
円

（
産

科
医

療
補

償
制

度
の

掛
金

）
＝

49
.2万

円

と
な

る
た

め
、

出
産

育
児

一
時

金
の

額
は

、
令

和
５

年
４

月
か

ら
、

全
国

一
律

で
、
５
０
万
円

と
す

る
。

41
.7

42
.1

43
.0

44
.0

44
.5

44
.8

45
.4

46
.0

46
.7

47
.3

40
.6

41
.0

41
.6

42
.4

43
.2

43
.1

43
.9

44
.4

45
.2

45
.5

43
.3

43
.7

44
.6

45
.8

46
.2

46
.9

47
.5

48
.2

49
.0

50
.0

41
.3

41
.7

42
.7

43
.7

44
.2

44
.5

45
.0

45
.7

46
.4

46
.8

40
.0

41
.0

42
.0

43
.0

44
.0

45
.0

46
.0

47
.0

48
.0

49
.0

50
.0

平
成

24
年

度
平

成
25

年
度

平
成

26
年

度
平

成
27

年
度

平
成

28
年

度
平

成
29

年
度

平
成

30
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2年
度

令
和

3年
度

全
施

設
の

出
産

費
用

（
室

料
差

額
等

除
く

）
公

的
病

院
の

出
産

費
用

（
室

料
差

額
等

除
く

）
私

的
病

院
の

出
産

費
用

（
室

料
差

額
等

除
く

）
診

療
所

の
出

産
費

用
（

室
料

差
額

等
除

く
）

（
万

円
）＜

参
考

：
出

産
費

用
（

正
常

分
娩

）
の

推
移

＞

（
デ

ー
タ）

厚
生

労
働

省
。室

料
差

額
、産

科
医

療
補

償
制

度
掛

金
、 そ

の
他

の
費

目
を

除
く出

産
費

用
の

合
計

額
。

（
※

）
平

成
24

年
以

降
、出

生
数

は
年

間
平

均
2.

5％
減

少
傾

向
（

20
20

年
人

口
動

態
統

計
）
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出
産
育
児
一
時
金
を
全
世
代
で
支
え
合
う
仕
組
み
の
導
入

•
今

後
、

生
産

年
齢

人
口

は
急

激
に

減
少

し
て

い
く

中
で

、
特

に
少

子
化

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

様
々

な
対

策
を

講
じ

て
き

た
が

、
未

だ
に

少
子

化
の

流
れ

を
変

え
る

に
は

至
っ

て
い

な
い

状
況

。
少
子
化
を
克
服
し
、
子
育
て
を
全
世
代
で
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
出

産
育
児
一
時
金
に
係
る
費
用
の
一
部
を
支
援
す
る
仕
組
み

を
導

入
。

•
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

が
出

産
育

児
一

時
金

に
係

る
費

用
の

一
部

を
支

援
す

る
仕

組
み

を
導

入
す

る
に

当
た

り
、
現
行
の
現
役
世
代
・
後
期
高
齢

者
の
保
険
料
負
担
に
応
じ
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
支
援
割
合
を
対
象
額
の
７
％
と
設
定

。

■
導

入
時

点
（

令
和

６
年

度
）

•
現
役
世
代
・
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
負
担
に
応
じ
て
、
現
役
保
険
者
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
出
産
育
児
一
時
金
を
按
分
。

→
後

期
高

齢
者

医
療

の
所

要
保

険
料

（
1
.7

兆
円

）

÷
全

医
療

保
険

制
度

計
の

所
要

保
険

料
（

2
4
.4

兆
円

）
＝

7
％

■
出

産
育

児
一

時
金

へ
の

充
当

方
法

•
出

産
育

児
一

時
金

の
支

給
実

績
の

確
定

後
に

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
か

ら
の

支
援

を
受

け
る

と
し

た
場

合
、

支
援

を
受

け
る

ま
で

に
時

間
が

か
か

る
こ

と
か

ら
、
支
給
見
込
み
に
応
じ
て
概
算
で
支
援
を
受
け
、
支
給

実
績
を
踏
ま
え
て
確
定
（
概
算
と
の
精
算
）
を
行
う
仕
組
み
と
す
る

。
•

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
か

ら
の

実
際

の
支

援
は

、
保

険
者

の
事

務
を

簡
素

に
す

る
た

め
、

後
期

高
齢

者
支

援
金

と
相

殺
す

る
。

全
医

療
保

険
制

度
計

う
ち

後
期

24
.4

兆
円

1.
7兆

円

＜
令

和
６

年
度

の
所

要
保

険
料

（
推

計
）

＞

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
に
よ
り
支
援

（
広
域
連
合
毎
に
被
保
険
者
数
に
よ
る
按
分
）

費
用
の
一
部
を
支
援

国
保

健
保

組
合

協
会

け
ん

ぽ
共

済
組

合

被
保

険
者

被
保

険
者

被
保

険
者

被
保

険
者

出
産
育
児
一
時
金
に
充
当

各
保
険
者
の
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
に
応
じ
て
按
分

（
対
象
額
の
７
％
）

見
直
し
の
イ
メ
ー
ジ

※
次
期
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
率
改
定
（
２
年
毎
）
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
令
和
６
年
４
月
か
ら
導
入
（
出
産
育
児
一
時
金
の
引
き
上
げ
は
令
和
５
年
４
月
～
）
。

※
高
齢
者
負
担
の
激
変
緩
和
の
観
点
か
ら
、
令
和
６
・
７
年
度
の
負
担
額
は
1/
2と
す
る
。

※
令

和
4
年

度
予

算
ベ

ー
ス

を
足

下
と

し
て

、
令

和

6
年

度
ま

で
の

人
口

構
成

の
変

化
を

機
械

的
に

織
り

込
ん

だ
推

計
値

。
な

お
、

医
療

の
高

度
化

等
に

よ

る
伸

び
は

直
近

の
実

績
値

に
よ

り
見

込
ん

で
い

る
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
高
齢
者
医
療
を
社
会
全
体
で
支
え
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
平
成
20
年
４
月
に
創
設
。

制
度
創
設
前
は
、
出
産
育
児
一
時
金
を
含
め
子
ど
も
関
連
の
医
療
費
に
つ
い
て
、
高
齢
者
世
代
も
負
担
。

（
参
考
）
老
人
保
健
制
度
（
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
前
）

75
歳
以
上
の
高
齢
者
は
国
保
・
被
用
者
保
険
に
加
入
し
、
各
々
に
保
険
料
を
納
付
し
つ
つ
、
市
町
村
が
運
営
す
る
老
人
保
健
制
度
か
ら
給
付
を
受
け
る
仕
組
み
。
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○
出

産
費

用
の

見
え

る
化

を
進

め
、

妊
婦

の
方

々
が

、
費

用
や

サ
ー

ビ
ス

を
踏

ま
え

て
適

切
に

医
療

機
関

を
選

択
で

き
る

環
境

を
整

備

医
療
機
関
等
ご
と
の
出
産
費
用
の
状
況
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
医
療
機
関
等
の
特
色
や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な
ど
も
併
せ
て
公
表

【
対

象
医

療
機

関
】

直
接

支
払

制
度

を
行

っ
て

い
る

医
療

機
関

等

【
公

表
事

項
】

①
医

療
機

関
等

の
特

色
（

機
能

や
運

営
体

制
等

）

②
室

料
差

額
や

無
痛

分
娩

の
取

扱
い

等
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

③
医

療
機

関
等

に
お

け
る

分
娩

に
要

す
る

費
用

及
び

室
料

差
額

、
無

痛
分

娩
等

の
内

容
（

価
格

等
）

の
公

表
方

法

④
平

均
入

院
日

数
や

出
産

費
用

、
妊

婦
合

計
負

担
額

等
の

平
均

値
に

係
る

情
報

※
直

接
支

払
制

度
の

専
用

請
求

書
の

内
容

に
基

づ
き

算
出

※
一

定
期

間
に

お
け

る
平

均
値

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

分
娩

数
が

少
な

い
医

療
機

関
等

の
公

表
は

任
意

【
公

表
方

法
】

新
た

に
設

け
る

「
見

え
る

化
」

の
た

め
の

Ｈ
Ｐ

で
医

療
機

関
等

ご
と

に
公

表

【
今

後
の

進
め

方
】

公
表

項
目

等
の

詳
細

に
つ

い
て

、
有

識
者

に
よ

り
令

和
５

年
夏

ま
で

に
検

討
を

行
い

、
医

療
保

険
部

会
に

報
告

の
上

、

令
和

６
年

４
月

を
目

途
に

見
え

る
化

を
実

施

出
産
費
用
の
見
え
る
化
に
つ
い
て

※
法

律
事

項
で

は
な

く
、

運
用

で
対

応
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財
政
影
響
（
出
産
育
児
一
時
金
の
増
額
、
出
産
育
児
一
時
金
を
全
世
代
で
支
え
合
う
仕
組
み
の
導
入
）

（
20

24
年

度
：

満
年

度
ベ

ー
ス

）
※

（
括

弧
）

内
は

、後
期

高
齢

者
医

療
制

度
か

らの
支

援
導

入
に

よ
る

影
響

額

4
2
万
円
（
現
行
）

5
0
万
円
（
＋
8
万
円
）

給
付
費

影
響
額

加
入
者

一
人
当
た
り

［
］
：
月
額

加
入
者

一
人
当
た
り

［
］
：
月
額

合
計

3,
32
0億
円

63
0億
円

(－
)

協
会
け
ん
ぽ

1,
44

0億
円

3,
80

0円
〔3

20
円

〕
22

0億
円

(▲
60

億
円

)
60

0円
〔5

0円
〕

（
▲

20
0円

〔▲
10

円
〕）

健
保
組
合

1,
04

0億
円

3,
80

0円
〔3

10
円

〕
16

0億
円

(▲
40

億
円

)
60

0円
〔5

0円
〕

（
▲

20
0円

〔▲
10

円
〕）

共
済
組
合
等

51
0億

円
5,

20
0円

〔4
40

円
〕

80
億

円
(▲

20
億

円
)

80
0円

〔7
0円

〕
（

▲
20

0円
〔▲

20
円

〕）

国
民
健
康
保
険

32
0億

円
1,

20
0円

〔1
00

円
〕

60
億

円
(▲

10
億

円
)

20
0円

〔2
0円

〕
（

▲
20

円
〔▲

2円
〕）

後
期
高
齢
者

－
－

13
0億

円
(1

30
億

円
) 

60
0円

〔5
0円

〕
(6

00
円

〔5
0円

〕)

•
今

回
の

見
直

し
（

出
産

育
児

一
時

金
の

増
額

、
出

産
育

児
一

時
金

を
全

世
代

で
支

え
合

う
仕

組
み

の
導

入
）

に
係

る
財

政
影

響
を

制
度

別
に

み
た

も
の

。

•
出

産
育

児
一

時
金

は
50

万
円

（
８

万
円

引
き

上
げ

）
、

後
期

高
齢

者
医

療
か

ら
の

支
援

対
象

額
は

一
時

金
の

1/
2。
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高
齢
者
負
担
率
の
見
直
し

•
現

行
の

高
齢

者
負

担
率

（
高

齢
者

が
保

険
料

で
賄

う
割

合
）

の
設

定
方

法
は

、
現

役
世

代
の

減
少

の
み

に
着

目
し

て
お

り
、
制
度
導
入
以
降
、
現
役
世
代
の
負
担
（
後
期
高
齢
者
医
療
支

援
金
）
が
大
き
く
増
加
し
（
制
度
創
設
時
と
比
べ
、
現
役
は
1
.7
倍
、
高
齢
者
は
1
.2
倍
の
水
準
）

、

2
0
2
5
年
ま
で
に
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
な
る
中
で
、
当
面
そ
の
傾
向
が
続
く

。

一
方

、
長

期
的

に
は

、
高

齢
者

人
口

の
減

少
局

面
に

お
い

て
も

、
高

齢
者

負
担

率
が

上

昇
し

続
け

て
し

ま
う

構
造

。

•
高

齢
者

世
代

・
現

役
世

代
そ

れ
ぞ

れ
の

人
口

動
態

に
対

処
で

き
る

持
続

可
能

な
仕

組
み

と
す

る
と

と
も

に
、

当
面

の
現

役
世

代
の

負
担

上
昇

を
抑

制
す

る
た

め
、
介
護
保
険
を

参
考
に

、
後
期
高
齢
者
１
人
当
た
り
保
険
料
と
現
役
世
代
１
人
当
た
り
後
期
高
齢
者
支

援
金
の
伸
び
率
が
同
じ
に
な
る
よ
う
、
高
齢
者
負
担
率
の
設
定
方
法
を
見
直
し

。

後
期
高
齢
者
医
療

（
参
考
）
介
護
保
険

＜
現
行
＞

•
２

年
に

１
度

、
現
役
世
代
人
口
の
減
少
に
よ
る
増
加
分
を
高
齢
者
と
現
役
世
代
で

折
半

す
る

よ
う

に
高

齢
者

負
担

率
を

見
直

し
。

＜
現
行
＞

•
３

年
に

１
度

、
第

1
号

被
保

険
者

と
第

２
号

被
保

険
者

の
人
口
比
に
応
じ
て
負
担

割
合
を
見
直
し

。
•
第
１
号
被
保
険
者
と
第
２
号
被
保
険
者
の
１
人
当
た
り
保
険
料
額
は
概
ね
同
じ

。

公
費

後
期

高
齢

者
支

援
金

保
険

料
公

費
第

２
号

保
険

料
第

１
号

保
険

料

約
５

割
約

４
割

約
１

割

※
75

歳
～

の
負

担
割

合
：

10
％

（
H2

0）
→

11
.72

％
（

現
在

）
※

65
歳

～
の

負
担

割
合

：
17

％
（

H1
2）

→
23

％
（

現
在

）

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

５
割

約
３

割
約

２
割

第
２

号
（

40
～

64
歳

）
第

１
号

（
65

歳
～

）
後

期
（

75
歳

～
）

現
役

世
代

（
～

74
歳

）
＜
イ
メ
ー
ジ
＞

53
32

円

29
80

円

64
72

円
1.
2倍

54
56

円
1.
7倍

≪
一

人
当

た
り

保
険

料
･支

援
金

の
推

移
（

月
額

）
≫

≪
一

人
当

た
り

第
１

号
・

第
２

号
保

険
料

の
推

移
（

月
額

）
≫

≪
人

口
動

態
・

負
担

率
の

見
通

し
（

推
計

）
≫

現
役

世
代

一
人

当
た

り
支

援
金

高
齢

者
一

人
当

た
り

保
険

料
40

90
円

39
44

円
58

69
円

1.
4倍

56
69

円
1.
4倍

第
２

号
保

険
料

第
１

号
保

険
料

H2
0 

R4
H2

0 
R2

910111213141516

0.
7

0.
8

0.
9

1.
0

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

75
歳

以
上

人
口

÷
総

人
口

（
左

軸
）

現
役

世
代

人
口

（
左

軸
）

75
歳

以
上

人
口

（
左

軸
）

現
行

の
負

担
率

（
右

軸
）

（
人

口
動

態
）
※

20
22

年
度

を
１

と
し

た
場

合
（

負
担

率
）
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財
政
影
響
（
高
齢
者
負
担
率
の
見
直
し
） 保
険
料

公
費

加
入
者

一
人
当
た
り

［
］
：
月
額

国
地
方

合
計

50
億
円

▲
50
億
円

▲
50
億
円

0億
円

協
会
け
ん
ぽ

▲
30

0億
円

▲
80

0円
〔 ▲

70
円

〕
0億

円
0億

円
-

健
保
組
合

▲
29

0億
円

▲
1,

00
0円

〔▲
90

円
〕

-
-

-

共
済
組
合
等

▲
10

0億
円

▲
1,

10
0円

〔▲
90

円
〕

0億
円

0億
円

-

国
民
健
康
保
険

▲
80

億
円

▲
30

0円
〔▲

20
円

〕
▲

10
0億

円
▲

70
億

円
▲

20
億

円

後
期
高
齢
者

82
0億

円
40

00
円

〔3
40

円
〕

50
億

円
20

億
円

20
億

円

（
20

24
年

度
：

満
年

度
ベ

ー
ス

）

•
今

回
の

見
直

し
（

高
齢

者
負

担
率

の
見

直
し

）
に

係
る

財
政

影
響

を
制

度
別

に
み

た
も

の
。
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負
担
能
力
に
応
じ
た
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
負
担
の
見
直
し

80
万

円 （ 年 間 保 険 料 ）

令
和

７
年

度

令
和

６
年

度
（

改
正

な
し

）

8
0
万

円
（

約
1
.1

％
）

6
7
万

円

1
5
3
万

円

均
等

割

所
得

割

（
収

入
）

（
対

象
者

割
合

）

＜
今

回
の

改
正

に
伴

う
保

険
料

負
担

の
あ

り
方

の
見

直
し

の
イ

メ
ー

ジ
＞

令
和

４
-５

年
度

6
6
万

円

7
3
万

円

2
1
1
万
円

約
12
％
（
約

24
0万
人
）

約
61
％

約
27
％

令
和

６
年

度
（

激
変

緩
和

措
置

あ
り

）

後
期

高
齢

者
医

療
に

お
け

る
保

険
料

は
、

高
齢

化
等

に
よ

る
医

療
費

の
増

加
を

反
映

し
て

、
２

年
に

１
度

、
引

き
上

げ
。

今
回
の
制
度
改
正
に
よ
る
、
令
和
６
年
度
か
ら
の
新
た
な
負
担
に
関
し
て
は
、

•
約
６
割
の
方

（
年

金
収

入
1
5
3
万

円
相

当
以

下
の

方
）

に
つ

い
て

は
、
制
度
改
正
に
伴
う
負
担
の
増
加
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に

、
•

さ
ら

に
約
1
2
％
の
方

（
年

金
収

入
2
1
1
万

円
相

当
以

下
の

方
）

に
つ

い
て

も
、
令
和
６
年
度
は
制
度
改
正
に
伴
う
負
担
の
増
加
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応

。

制
度
改
正
に
伴
う
負
担
増
が

生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮

【
激

変
緩

和
措

置
の

内
容

】
①

出
産

育
児

一
時

金
に

対
す

る
高

齢
者

の
支

援
を
令
和
６
･７
年
度
は
1
/
2

と
し

､負
担

増
を

抑
制

｡
②

所
得
に
か
か
わ
ら
ず
低
所
得
の
方
も
負
担
す
る
定
額
部
分
（
均
等
割
）

は
、

制
度

改
正

に
伴

う
増

加
が

生
じ

な
い

よ
う

対
応

。
③

所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
定
率
部
分
（
所
得
割
）

は
、

一
定

以
下

の
所

得
の

方
（

年
金

収
入

1
5
3
万

円
～

2
1
1
万

円
相

当
以

下
の

方
）

を
対

象
に

、
令
和
６
年
度
は
制
度
改
正
に
伴
う
増
加
が
生
じ
な
い
よ
う

対
応

。
④

年
収

約
1
0
0
0
万

円
を

超
え

る
方

を
対

象
と

す
る
賦
課
限
度
額
（
保
険
料
負
担
の
年
間
上
限
額
）
の
引

き
上
げ

は
、

段
階

的
に

実
施

（
令

和
６

年
度

は
7
3
万

円
、

令
和

７
年

度
は

8
0
万

円
）

。
※

令
和

６
年

度
に

新
た

に
7
5
歳

に
到

達
す

る
方

は
④

の
激

変
緩

和
措

置
の

対
象

外

（
※
）
対
象
者
割
合
（
対
象
者
数
）
は
後
期
高
齢
者
被
保
険
者
実
態
調
査
特
別
集
計
等
に
基
づ
く
推
計
値
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後
期
高
齢
者
１
人
当
た
り
保
険
料
額
（
２
年
間
）
へ
の
影
響
（
収
入
別
）

賦
課
限
度
額

＜
超

過
割

合
＞

＜
到

達
収

入
＞
均
等
割
額

所
得
割
率

保
険
料
額
［
］
：
月
額

後
期
1人
当
た
り平
均

年
収
80
万
円

年
収
20
0万
円

年
収
40
0万
円

年
収
1,
10
0万
円

増
加
額

増
加
額

増
加
額

増
加
額

増
加
額

改
正
な
し
令
和
６
・７
年
度

67
万
円

＜
1.

30
％

＞
＜

97
6万

円
＞
50
,5
00
円

9.
87
%

82
,0
00
円

15
,1
00
円

86
,8
00
円

21
7,
30
0円

67
0,
00
0円

[6
,8

30
円

]
[1

,2
60

円
]

[7
,2

30
円

]
[1

8,
11

0円
]

[5
5,

83
0円

]

改
正
後

令
和
６
年
度

73
万
円

＜
1.

28
％

＞
＜

98
4万

円
＞

50
,5
00
円

10
.7
0%

86
,1
00
円

+4
,1

00
円

15
,1
00
円

制
度

改
正

影
響

な
し

86
,8
00
円

制
度

改
正

影
響

な
し

23
1,
30
0円

+1
4,

00
0円

73
0,
00
0円

+6
0,

00
0円

[7
,1

70
円

]
[+

34
0円

]
[1

,2
60

円
]

[7
,2

30
円

]
[1

9,
27

0円
]

[+
1,

17
0円

]
[6

0,
83

0円
]

[+
5,

00
0円

]

令
和
７
年
度

80
万
円

＜
1.

13
％

＞
＜

1,
04

9万
円

＞

87
,2
00
円

+1
,1

00
円

15
,1
00
円

制
度

改
正

影
響

な
し

90
,7
00
円

+3
,9

00
円
23
1,
30
0円

制
度

改
正

影
響

な
し

80
0,
00
0円

+7
0,

00
0円

[7
,2

70
円

]
[+

90
円

]
[1

,2
60

円
]

[7
,5

60
円

]
[+

33
0円

]
[1

9,
27

0円
]

[6
6,

67
0円

]
[+

5,
83

0円
]

（
参
考
）
令
和
４
・５
年
度

66
万
円

＜
1.

29
%

＞
＜

1,
00

4万
円

＞
47
,8
00
円

9.
34
%

77
,7
00
円

14
,3
00
円

82
,1
00
円

20
5,
60
0円

66
0,
00
0円

[6
,4

70
円

]
[1

,1
90

円
]

[6
,8

40
円

]
[1

7,
14

0円
]

[5
5,

00
0円

]

•
今

回
の

見
直

し
に

伴
う

後
期

高
齢

者
一

人
当

た
り

保
険

料
額

（
２

年
間

）
へ

の
影

響
を

収
入

別
に

試
算

し
た

も
の

。

※
増

加
額

・
改

正
後

（
令

和
６

年
度

）
･･

･制
度

改
正

に
伴

う
Ｒ

６
に

お
け

る
保

険
料

負
担

の
増

加
・

改
正

後
（

令
和

７
年

度
）

･･
･前

年
度

か
ら

の
Ｒ

７
に

お
け

る
保

険
料

負
担

の
増

加
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（６
）

保
険

料
率

の
推

移

保
険

料
率

の
改

定
に

つ
い

て

（１
）

（２
）

（３
）

（４
）

保
険

料
の

算
出

方
法

の
概

要

費
用

の
見

込
み

額
の

内
訳

収
入

の
見

込
み

額
の

内
訳

保
険

料
総

額
の

算
出

方
法

（５
）

均
等

割
額

と
所

得
割

率
の

算
出
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① ② ③
＝

（1
）保

険
料

の
算

出
方

法
の

概
要

－ ÷

＝ ＝ ＋

保
険

料
収

納
必

要
額

賦
課

総
額

保
険

料
収

納
必

要
額

賦
課

総
額

費
用

の
見

込
み

額
収

入
の

見
込

み
額

予
定

保
険

料
収

納
率

均
等

割
総

額
所

得
割

総
額
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※
群

馬
県

に
お

け
る

令
和

６
年

度
お

よ
び

令
和

７
年

度
の

２
年

間
の

推
計

値

合
計

億
円

5
,6

26 33 15 32

5
,7

10

億
円

億
円

億
円

4
億

円

③ ④

億
円

（２
）費

用
の

見
込

み
額

の
内

訳

⑤① ②

給
付

費
等

総
額

保
健

事
業

に
要

す
る

費
用

審
査

支
払

手
数

料

そ
の

他
（
葬

祭
費

等
）

①
給

付

費
等

総

額
9
8
.5
%

②
0
.1
%

③
0
.6
%

④
0
.3
%

⑤
0
.6
%

そ
の

他
1
.5
%

出
産

育
児

支
援

金

表
中

の
数

値
は

、
四

捨
五

入
し

て
い

る
た

め
そ

の
他

と
内

訳
は

一
致

し
ま

せ
ん
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A B

※
群

馬
県

に
お

け
る

令
和

６
年

度
お

よ
び

令
和

７
年

度
の

２
年

間
の

推
計

値

億
円

48
0

億
円

（３
）収

入
の

見
込

み
額

の
内

訳

5,
01

9
億

円

2,
79

1

2,
22

8
億

円
②

合
計

2,
22

8
億

円

2,
31

1
億

円

①

国
・県

・市
町

村
負

担
金

お
よ

び
補

助
金

調
整

交
付

金

後
期

高
齢

者
交

付
金

（
国

保
、

健
保

組
合

等
）

国
等

か
ら

の
補

助

現
役

世
代

か
ら

の
支

援
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【
料

率
の

改
定

が
必

要
な

理
由

】

②

（４
）
保

険
料

総
額

の
算

出
方

法

①
－

＝

5,
71

0
億

円
5,

01
9

億
円

6
9
1

億
円

億
円

－
＝

69
1

億
円

50
億

円
6
4
1

6
4
4

億
円

③
÷

＝

64
1

億
円

99
.5

5
％

億
円

64
4

億
円

64
4

億
円

÷
２

ヶ
年

≒
3
2
2

億
円

－
＝

58
4

億
円

6
0

費
用

の
見

込
み

額

剰
余

金
繰

入
額

保
険

料
収

納
必

要
額

（
仮

）

賦
課

総
額

（
２

ヶ
年

度
分

）

保
険

料
収

納
必

要
額

（
仮

）
保

険
料

収
納

必
要

額

収
入

の
見

込
み

額

保
険

料
収

納
必

要
額

予
定

保
険

料
収

納
率

単
年

度
の

賦
課

総
額

現
状

の
保

険
料

率
で

賄
え

る
保

険
料

額

（
所

得
割

率
8
.8
9
％

／
均

等
割
4
5
,7
0
0
円

）
保

険
料

不
足

額
賦

課
総

額
（
２

ヶ
年

度
分

）
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構
成

比

円

構
成

比

％

※
令

和
６

年
度

制
度

改
正

に
伴

う
増

加
が

生
じ

な
い

よ
う

対
応

（年
金

収
入

21
1万

円
(旧

た
だ

し
書

き
所

得
5
8
万

円
)以

下
）

％

※
　

構
成

比
　

保
険

料
賦

課
総

額
に

対
し

て
、

“
「
５

０
」（

被
保

険
者

均
等

割
総

額
）
：
「
５

０
」（

所
得

割
総

額
）
”
を

基
本

と
し

ま
す

が
、

　
こ

の
構

成
比

は
 所

得
の

水
準

な
ど

の
実

態
に

よ
っ

て
変

動
し

ま
す

。

　
⇒

　
群

馬
県

は
、

「
５

２
」
（
均

等
割

総
額

）
：
「
４

８
」
（
所

得
割

総
額

）
と

な
り

ま
す

。

　
令

和
６

・
７

年
度

は
、

均
等

割
に

つ
い

て
制

度
改

正
（
出

産
育

児
支

援
金

・
後

期
高

齢
者

負
担

率
の

見
直

し
）
に

よ
る

　
増

加
が

生
じ

な
い

よ
う

対
応

9.
46

億
円

1,
52

0

33
9,

76
1

（５
）均

等
割

額
と

所
得

割
率

の
算

出

3
2
2

49
,3

00

10
.1

7
億

円

÷ ÷

16
7.

4

15
4.

6

52
％

48
％

億
円

億
円

＝ ＝

 人

単
年

度
の

賦
課

総
額

被
保

険
者

見
込

所
得

額
総

額
見

込

均
等

割
総

額

所
得

割
総

額

28



※
全

国
平

均
は

、
厚

生
労

働
省

公
表

「
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

の
令

和
４

・
５

年
度

の
保

険
料

率
に

つ
い

て
」
よ

り

R
4・

5全
国

平
均

47
,7

77
円

9
.3

4
％

R
2
・
3

43
,6

00
円

8
.6

0
％

R
4
・
5

45
,7

00
円

8
.8

9
％

H
30

・
3
1

43
,6

00
円

8
.6

0
％

H
26

・
2
7

43
,6

00
円

8
.6

0
％

H
28

・
2
9

43
,6

00
円

8
.6

0
％

H
22

・
2
3

39
,6

00
円

7
.3

6
％

H
24

・
2
5

42
,7

00
円

8
.4

8
％

（６
）保

険
料

率
の

推
移

均
等

割
額

所
得

割
率

H
20

・
2
1

39
,6

00
円

7
.3

6
％

3
9
,6
0
0
円

3
9
,6
0
0
円

4
2
,7
0
0
円

4
3
,6
0
0
円

4
3
,6
0
0
円

4
3
,6
0
0
円

4
3
,6
0
0
円

4
5
,7
0
0
円

7
.3
6
％

7
.3
6
％

8
.4
8
％

8
.6
0
％

8
.6
0
％

8
.6
0
％

8
.6
0
％

8
.8
9
％

7
.0

％

7
.2
0
％

7
.4
0
％

7
.6
0
％

7
.8
0
％

8
.0

％

8
.2
0
％

8
.4
0
％

8
.6
0
％

8
.8
0
％

9
.0

％

円

1
0
,0
0
0
円

2
0
,0
0
0
円

3
0
,0
0
0
円

4
0
,0
0
0
円

5
0
,0
0
0
円

H
2
0
・
2
1

H
2
2
・
2
3

H
2
4
・
2
5

H
2
6
・
2
7

H
2
8
・
2
9

H
3
0
・
3
1

R
2
・
3

R
4
・
5

保
険

料
率

の
推

移
均

等
割

額
所

得
割

率
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  保健事業実施計画（データヘルス計画）について

１．保健事業実施計画（データヘルス計画）の背景・趣旨 

平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において、全ての健康保険組

合に対し、「レセプト・健診情報等のデータ分析、それに基づく健康保持増進のための事

業計画として計画を作成、事業実施等の取組を行う」ことが求められました。 

群馬広域連合においても、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果

的・効率的な保健事業の実施を図るために、保健事業実施計画(データヘルス計画)を第１

期（平成２７年度から平成２９年度）、第２期(令和３０年度から令和５年度)と策定いた

しました。令和５年度は第２期計画の最終評価と令和６年度から実施となる第３期計画を

策定いたします。 

２．第３期データヘルス計画の期間 

  第３期計画は、他の保健医療関係の法的計画（県の医療費適正化計画等）が令和６年度

から１１年度までの６年間を計画期間とするため、これらとの整合性を図る観点より群馬

広域においても同様の計画期間とします。 

３. 第３期データヘルス計画策定スケジュール(予定)

 

 

 

令和５年

１０月

•広域連合保健事業部会にて第３期計画案提示【10/17開催】

•第３回広域連合運営会議にて第３期計画案提示【10/24開催】

•第３回国保連合会「保健事業支援・評価委員会」より計画に対する助言【10/26開催】

１１月
•パブリックコメントの実施 ＊意見募集期間：11/21～12/4（１４日間）

１２月
•後期高齢者医療懇談会にて第３期計画提示【12/25開催】

令和６年

１月

•第４回広域連合運営会議にて第３期計画最終案提示【1/29開催予定】

3月

•厚生労働省へ提出【予定】

•第３期データヘルス計画の公表
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第
２
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
最
終
評
価

◆
評
価
指
標
（
５
段
階
）
　
A
：
目
標
達
成
　
B
：
目
標
達
成
は
で
き
て
い
な
い
が
改
善
傾
向
　
C
：
変
わ
ら
な
い
　
Ｄ
：
悪
化
傾
向
　
E
：
評
価
困
難

評
価

指
標

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

目
標

値
―

 
―

 
1
9

4
0

実
績

値
3
7
.4

2
3
7
.7

9
3
3
.3

3
3
3
.9

3
3
4
.8

6

目
標

値
4
,5

0
0

4
,7

5
0

5
,0

0
0

5
,2

5
0

5
,5

0
0

5
,7

5
0

実
績

値
5
,3

9
2

5
,8

4
0

5
,9

8
6

6
,3

1
9

7
,2

8
0

目
標

値
1
5
.5

0
1
6
.2

5
1
7
.0

0
1
8
.5

0
2
0
.0

0
2
1
.0

0

実
績

値
1
9
.8

5
1
8
.4

9
1
9
.5

5
1
8
.2

1
1
8
.9

1

目
標

値
―

 
―

 
増

加
増

加
増

加
増

加

健
康

教
育

・
健

康
相

談
等

フ
レ

イ

ル
に

関
す

る
講

習

会
等

実
績

値
2
市

1
町

/6
事

業

4
市

1
町

2

村
･
広

域

/1
5
事

業

2
市

1
町

/5
事

業

2
市

1
町

1

村
/6

事

業

3
市

1
村

・

広
域

/7

事
業

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

等
に

よ
る

健
康

に
関

す

る
情

報
の

提
供

実
績

値

1
市

1
町

・

広
域

/

2
事

業

1
市

1
町

・

広
域

/

2
事

業

1
市

2
町

/

3
事

業

2
町

・
広

域
/4

事

業

1
町

・
広

域
/3

事

業

C

目
標

値
7
5
.3

7
7
.6

8
0
.0

8
1
.0

8
2
.0

8
3
.0

実
績

値
7
7
.6

7
9
.8

8
1
.7

8
1
.8

8
3
.2

6
医

療
費

適
正

化
対

策
事

業
  

 広
域

直
営

被
保

険
者

が
健

康
や

医
療

に
対

す
る

理
解

を

深
め

る
こ

と
と

、
医

療
制

度
の

安
定

運
営

確
保

に
お

け
る

医
療

費
適

正
化

を
図

る
。

被
保

険
者

に
対

し
、

医
療

費
通

知
を

送
付

す
る

。

　
高

齢
者

が
自

身
の

健
康

及
び

医
療

受
診

の
状

況
に

つ
い

て
認

識
す

る
こ

と
で

、
健

康
づ

く
り

や
適

正
受

診
の

意
識

を
啓

発
し

、
結

果
的

に
将

来
の

医

療
費

の
削

減
に

つ
な

が
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
今

後
も

継
続

し
て

実
施

す

る
。

目
標

値
―

 
―

3
0
.0

3
1
.0

3
4
.0

3
8
.0

実
績

値
―

 
3
7
.3

3
3
.0

4
3
.4

4
6
.0

目
標

値
―

 
―

 
2
0
.0

実
績

値
1
5
.7

1
5
.7

1
3
.7

1
3
.5

1
6
.4

目
標

値
―

―
 

―
 

増
加

増
加

増
加

実
績

値
―

7
6

6
3

事
業

評
価

B

項 番
事

業
名

事
業

実
施

形
態

事
業

目
標

事
業

概
要

考
察

実
績

2

　
歯

科
健

診
は

、
口

腔
機

能
の

評
価

も
行

っ
て

い
る

た
め

、
健

診
を

通
し

て

自
身

の
口

腔
機

能
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
は

、
オ

ー
ラ

ル
フ

レ
イ

ル
を

予
防

す
る

上
で

大
変

重
要

と
な

る
。

　
受

診
者

の
う

ち
要

精
査

・
要

治
療

と
診

断
さ

れ
る

人
の

割
合

が
増

加
傾

向
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
今

後
も

早
期

発
見

や
重

症
化

予
防

を
図

る
た

め
、

よ

り
多

く
の

人
が

受
診

で
き

る
よ

う
取

り
組

ん
で

い
く

。
健

診
結

果
を

活
用

し
た

事
業

（
口

腔
機

能
低

下
防

止
の

推
進

）
と

し
て

、
一

体
的

実
施

事
業

に

お
け

る
取

り
組

み
を

強
化

す
る

。

被
保

険
者

の
口

腔
機

能
低

下
の

予
防

と
口

腔

に
対

す
る

健
康

意
識

の
向

上
を

図
り

、
全

身
機

能
の

改
善

及
び

疾
病

等
の

重
症

化
予

防
に

繋

げ
る

。

群
馬

県
歯

科
医

師
会

へ
の

委
託

に
よ

り
、

対
象

者
に

対
し

て
歯

科
健

診
を

実
施

す
る

。
広

域
直

営
後

期
高

齢
者

歯
科

健
康

診
査

事
業

  
 

3
受

診
率

（
％

）
C

　
第

3
期

計
画

か
ら

人
間

ド
ッ

ク
受

診
者

は
健

診
受

診
者

に
み

な
し

た
取

り
扱

い
と

す
る

。
人

間
ド

ッ
ク

検
診

費
助

成
事

業
  

 市
町

村
へ

の
費

用
助

成

生
活

習
慣

病
等

の
早

期
発

見
や

重
症

化
予

防

を
図

る
と

と
も

に
心

身
機

能
の

低
下

予
防

を
図

る
。

被
保

険
者

へ
の

人
間

ド
ッ

ク
検

診
費

の
助

成
を

実
施

す
る

市
町

村
に

対
し

、
補

助
金

を
交

付
す

る
。

助
成

数

（
人

）
A

 前
年

度
を

上
回

る
受

診
率

市
町

村
委

託

　
健

康
診

査
の

受
診

は
生

活
習

慣
病

の
早

期
発

見
及

び
重

症
化

予
防

に
お

い
て

重
要

で
あ

り
、

ま
た

健
診

結
果

や
後

期
高

齢
者

の
質

問
票

の
回

答
を

一
体

的
実

施
等

の
事

業
に

お
け

る
保

健
指

導
に

活
用

し
て

い
る

観
点

か
ら

も
、

受
診

率
の

向
上

は
必

要
で

あ
る

。
県

内
の

状
況

を
比

較
す

る
と

、

令
和

４
年

度
は

受
診

率
が

最
も

高
い

市
町

村
で

は
5
5
.2

7
％

、
最

も
低

い

市
町

村
で

は
2
1
.2

7
％

と
県

内
で

地
域

差
が

生
じ

て
い

る
。

健
康

無
関

心

層
と

の
格

差
改

善
を

含
め

て
、

県
内

全
体

と
し

て
受

診
率

向
上

に
向

け
た

取
り

組
み

が
必

要
と

な
る

。

実
施

方
針

に
基

づ
き

県
内

全
市

町
村

（
3
5
市

町
村

）
と

個
別

に
委

託
契

約
し

、
被

保
険

者
に

対
し

て
後

期
高

齢

者
健

診
を

実
施

す
る

。

受
診

率

（
％

）

被
保

険
者

の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
中

、
発

送
件

数
の

多
寡

で
評

価
す

る
こ

と
が

難
し

い
た

め

評
価

指
標

は
設

定
し

て
い

な
い

。

A

　
通

知
発

送
後

の
受

診
率

は
、

各
年

で
目

標
値

を
上

回
っ

て
い

る
。

計
画

中
期

に
対

象
者

を
健

診
受

診
後

４
か

月
間

受
診

の
な

い
人

に
変

更
し

た

こ
と

で
、

受
診

率
の

向
上

が
見

ら
れ

た
。

市
町

村
が

実
施

す
る

一
体

的
実

施
事

業
の

取
組

の
対

象
者

と
重

な
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

が
、

タ
イ

ミ
ン

グ
的

に
は

広
域

連
合

の
発

送
時

期
の

方
が

早
い

こ
と

や
対

象
者

の
基

準
値

が

市
町

村
よ

り
も

軽
度

な
人

も
含

ま
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

一
体

的
実

施
事

業

の
補

完
的

事
業

と
し

て
継

続
し

て
い

く
。

生
活

習
慣

病
重

症
化

予
防

対
策

事
業

  
 広

域
直

営

後
期

高
齢

者
健

診
受

診
後

の
未

受
療

者
に

対

し
て

、
受

診
勧

奨
を

行
い

、
糖

尿
病

等
の

生
活

習
慣

病
の

罹
患

、
重

症
化

を
予

防
す

る
こ

と
で

被
保

険
者

の
健

康
及

び
生

活
の

質
を

保
ち

医

療
費

の
抑

制
を

図
る

。

広
域

連
合

が
対

象
者

へ
直

接
通

知
を

発
送

。
２

か
月

後

に
受

診
状

況
を

確
認

評
価

す
る

。
群

馬
県

糖
尿

病
性

腎

症
の

基
準

該
当

者
に

は
、

市
町

村
担

当
者

に
可

能
で

あ

れ
ば

対
応

を
依

頼
。

通
知

発
送

後

の
受

診
率

（
％

）

4

　
国

が
設

定
し

た
「
平

成
3
0
年

度
か

ら
平

成
3
2
年

度
末

ま
で

の
間

の
な

る

べ
く

早
い

時
期

に
8
0
％

以
上

」
と

い
う

目
標

値
は

、
中

間
評

価
時

（
令

和

２
年

８
月

確
認

）
に

既
に

達
成

し
て

お
り

、
そ

の
後

も
順

調
に

実
績

は
伸

び
て

い
る

。

後
発

医
薬

品
の

使
用

を
促

進
し

被
保

険
者

の

負
担

軽
減

と
医

療
費

の
削

減
を

図
る

。

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
希

望
カ

ー
ド

の
配

布
や

利
用

差
額

通

知
の

送
付

。
広

域
直

営
後

発
医

薬
品

使
用

促
進

事
業

  
  

5
A

数
量

シ
ェ

ア

（
％

）

B
被

保
険

者
を

対
象

と
し

て
以

下
の

保
健

事
業

を
実

施
す

る
。

（
１

）
広

域
連

合
か

ら
の

費
用

助
成

に
よ

り
各

市
町

村

が
地

域
の

特
性

や
課

題
等

を
踏

ま
え

て
実

施
す

る
事

業

（
２

）
広

域
連

合
が

主
体

と
な

り
市

町
村

や
関

係
機

関

と
の

協
働

に
よ

り
実

施
す

る
事

業

被
保

険
者

の
心

身
の

健
康

保
持

・
増

進
を

目

的
に

、
地

域
の

特
性

や
課

題
等

を
踏

ま
え

て
実

施
す

る

（
１

）
市

町
村

へ
の

費
用

助
成

（
２

）
広

域
直

営

長
寿

・
健

康
増

進
事

業
  

　
計

画
期

間
中

の
大

半
は

コ
ロ

ナ
禍

か
つ

各
市

町
村

が
一

体
的

実
施

に

移
行

す
る

時
期

で
あ

っ
た

た
め

、
結

果
と

し
て

本
事

業
の

拡
大

に
は

至
ら

な

か
っ

た
。

今
後

も
地

域
に

密
着

し
た

保
健

事
業

と
し

て
市

町
村

が
効

果
的

に

実
施

で
き

る
よ

う
適

宜
助

言
や

情
報

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

市
町

村
へ

の

費
用

助
成

を
継

続
す

る
こ

と
で

支
援

を
行

う
。

　
広

域
連

合
直

営
事

業
の

う
ち

群
馬

県
薬

剤
師

会
及

び
市

町
村

と
の

協

働
事

業
（

多
剤

防
止

健
康

教
育

）
に

つ
い

て
は

、
医

療
費

適
正

化
の

取

組
の

一
つ

と
し

て
継

続
す

る
。

7

　
毎

年
健

診
受

診
率

は
同

規
模

県
、

国
と

比
較

し
高

い
状

況
で

は
あ

る

が
、

評
価

指
標

と
し

て
い

る
「
初

回
受

診
率

」
は

同
規

模
・
国

と
比

べ
て

低

い
。

通
院

者
に

お
け

る
健

診
の

必
要

性
が

伝
わ

っ
て

い
な

い
可

能
性

が
高

い

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

た
め

、
今

後
も

全
被

保
険

者
へ

健
診

の
周

知
を

図
る

と

同
時

に
、

一
体

的
実

施
事

業
の

個
別

的
支

援
の

「
健

康
状

態
不

明
者

」

と
し

て
取

組
を

推
進

し
、

初
回

受
診

者
の

増
加

を
図

る
。

8

　
歯

科
健

診
を

受
け

る
機

会
の

な
い

対
象

者
に

と
っ

て
重

要
な

事
業

で
あ

る
た

め
、

実
績

は
増

加
し

て
い

な
い

が
、

今
後

も
継

続
し

て
実

施
す

る
。

必
要

な
人

に
対

し
事

業
を

周
知

す
る

上
で

、
市

町
村

の
理

解
や

働
き

か
け

が
肝

要
と

な
る

た
め

、
今

ま
で

以
上

に
事

業
前

に
本

事
業

の
意

義
を

適
切

に
市

町
村

担
当

者
に

伝
え

、
広

く
周

知
・
声

が
け

を
し

て
も

ら
え

る
よ

う
働

き
か

け
て

い
く

。

郡
市

医
師

会
１

か
所

と
委

託
契

約
を

、
地

域
の

市
町

村

と
協

定
を

結
び

、
要

介
護

状
態

の
在

宅
高

齢
者

に
対

し

訪
問

に
よ

る
歯

科
健

診
を

実
施

し
、

口
腔

機
能

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
保

健
指

導
を

実
施

す
る

も
の

。

在
宅

要
介

護
者

等
に

対
し

訪
問

に
よ

る
歯

科

健
診

を
実

施
し

、
口

腔
内

の
環

境
改

善
や

誤

嚥
性

肺
炎

等
の

疾
病

予
防

や
健

康
維

持
を

目

指
す

。

市
町

村
と

広
域

連
合

の

協
働

低
栄

養
防

止
等

フ
レ

イ
ル

対
策

事
業

（
訪

問
歯

科
健

診
）

9
D

受
診

人
数

実

績
値

（
人

）

前
年

度
を

上
回

る
受

診
率

 

B
健

康
診

査
未

受
診

者
へ

の
受

診

勧
奨

事
業

広
域

直
営

生
活

習
慣

病
の

重
症

化
予

防
対

策
の

た
め

委

託
市

町
村

と
協

働
し

健
康

診
査

の
受

診
率

向

上
を

図
る

。

健
診

の
受

診
率

向
上

の
た

め
、

健
診

の
周

知
、

受
診

勧

奨
を

行
う

。

初
回

受
診

率

（
％

）

＊
中

間
評

価

か
ら

目
標

値
を

設
定

後
期

高
齢

者
健

康
診

査
事

業
  

　
　

 
1

32



評
価

指
標

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

事
業

評
価

項 番
事

業
名

事
業

実
施

形
態

事
業

目
標

事
業

概
要

考
察

実
績

1
0

被
保

険
者

の
主

体
的

な
健

康
づ

く
り

に

資
す

る
事

業
広

域
直

営

被
保

険
者

自
ら

が
、

各
家

庭
や

地
域

レ
ベ

ル
で

主
体

的
に

健
康

づ
く

り
に

取
り

組
み

、
生

活
の

質
を

保
つ

こ
と

に
よ

り
、

心
身

と
も

に
健

康
な

日

常
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
環

境
づ

く
り

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
と

と
も

に
、

医
療

費
の

抑
制

を
図

る
。

本
事

業
に

賛
同

す
る

１
企

業
、

１
団

体
の

協
力

に
よ

り
、

温
泉

施
設

や
ス

ポ
ー

ツ
施

設
の

利
用

に
対

し
特

典
を

付
与

す
る

こ
と

で
、

被
保

険
者

の
主

体
的

な
健

康
づ

く
り

を
推

進

す
る

。

　
今

後
も

本
事

業
に

賛
同

す
る

団
体

や
企

業
と

「
健

康
づ

く
り

協
定

」
を

締

結
し

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
等

の
環

境
整

備
を

引
き

続
き

推
進

し
て

い
く

。

目
標

値
―

 
―

 
3
0
.0

3
1
.0

3
4
.0

3
8
.0

実
績

値
―

―
1
7
.9

2
1
.4

3
0
.0

目
標

値
―

―
―

 
2
2

2
3

2
5

実
績

値
―

―
1
2

1
9

2
1

2
4

目
標

値
―

―
―

8
9

1
0

実
績

値
―

―
4

1
0

1
6

1
9

目
標

値
―

―
―

―
―

―

実
績

値
1

6
2

1
0

0

目
標

値
―

―
―

1
0

1
1

1
2

実
績

値
―

―
5

4
3

2

目
標

値
―

 
―

 
―

増
加

増
加

増
加

実
績

値
―

5
0

0
3

6

目
標

値
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
実

施

実
績

値
―

 
―

 
0

0
0

1

目
標

値
1
0
0

1
2
5

―
 

―
 

―
 

―
 

実
績

値
1
6
3

(業
者

）

1
0
0

(業
者

）
―

 
―

 
2

  
(直

営
）

目
標

値
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 
―

 

実
績

値
―

 
―

 
7
4
3

6
1
2

8
3
8

実
施

市
町

村

数

評
価

指
標

な
し

B

　
受

診
勧

奨
後

の
受

診
率

は
目

標
値

に
は

達
し

て
い

な
い

が
、

年
々

上
昇

し
て

い
る

こ
と

か
ら

事
業

は
継

続
し

て
い

く
。

オ
ー

ラ
ル

フ
レ

イ
ル

対
策

の
観

点
か

ら
も

、
健

診
結

果
で

受
診

が
必

要
な

人
に

早
期

に
受

診
し

て
も

ら
う

こ
と

は

重
要

で
あ

る
。

通
知

文
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

分
か

り
や

す
く

見
や

す
い

も
の

に
改

善
し

て
い

く
。

ま
た

、
歯

科
健

診
の

結
果

が
確

認
可

能
に

な
る

時
期

が
年

度
末

以
降

で
あ

る
た

め
、

現
在

の
通

知
発

送
時

期
は

受
診

の

約
１

年
後

に
な

っ
て

し
ま

っ
て

い
る

が
、

第
３

期
計

画
で

は
で

き
る

限
り

早
期

に
送

付
で

き
る

よ
う

検
討

し
て

い
く

。

オ
ー

ラ
ル

フ
レ

イ
ル

対
策

事
業

1
1

広
域

直
営

オ
ー

ラ
ル

フ
レ

イ
ル

予
防

は
全

身
の

健
康

づ
く

り
に

大
き

な
影

響
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
歯

科
健

診
の

事

後
指

導
事

業
と

し
て

、
要

精
査

・
要

治
療

者
を

早
期

に
受

診
に

つ
な

げ
る

こ
と

で
口

腔
機

能
の

維
持

・
改

善
を

図
る

。

前
年

度
歯

科
健

診
結

果
で

要
精

査
・
要

治
療

と
診

断
さ

れ
た

に
も

関
わ

ら
ず

、
歯

科
受

診
が

な
い

人
に

対
し

て
、

歯

科
医

療
機

関
へ

の
受

診
勧

奨
通

知
を

発
送

し
、

そ
の

後
の

受
診

状
況

を
評

価
す

る
。

受
診

勧
奨

後

の
受

診
率

（
％

）

　
一

体
的

実
施

の
開

始
に

伴
い

、
後

期
高

齢
者

に
対

す
る

保
健

指
導

が

各
市

町
村

で
実

施
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

が
、

生
活

習
慣

病
等

の
重

症
化

予
防

の
取

組
が

実
施

さ
れ

る
こ

と
で

、
被

保
険

者
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

自
立

し
た

生
活

が
で

き
る

期
間

の
延

伸
や

、
Q

O
L
の

向
上

、
ひ

い
て

は
医

療

費
の

適
正

化
に

つ
な

が
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

た
め

、
引

き
続

き
市

町
村

へ

の
支

援
を

行
う

。

（
１

）
一

体

的
実

施
事

業

未
実

施
市

町

村
に

よ
る

実
施

（
市

町
村

数
）

（
２

）
一

体

的
実

施
事

業

実
施

市
町

村

に
よ

る
実

施

（
市

町
村

数
）

E D

　
第

３
期

計
画

で
は

一
体

的
実

施
事

業
の

個
別

的
支

援
と

し
て

実
施

す

る
。

地
域

の
健

康
課

題
と

し
て

優
先

度
が

低
い

場
合

で
も

、
後

期
高

齢
者

に
と

っ
て

よ
り

普
遍

的
な

健
康

課
題

で
あ

る
フ

レ
イ

ル
に

対
す

る
取

組
と

し
て

重
要

で
あ

る
た

め
、

実
施

市
町

村
の

増
加

に
つ

な
が

る
よ

う
市

町
村

と
の

相

談
会

等
に

お
い

て
働

き
か

け
を

行
う

。

計
画

策
定

時
は

広
域

連
合

と
市

町
村

の
連

携
事

業
と

し

て
計

画
し

開
始

し
た

。
令

和
２

年
度

か
ら

開
始

し
た

一
体

的
実

施
事

業
に

お
け

る
個

別
的

支
援

と
対

象
者

が
重

な

る
こ

と
か

ら
、

中
間

評
価

よ
り

（
１

）
一

体
的

実
施

事
業

未
実

施
市

町
村

に
よ

る
実

施
と

（
２

）
一

体
的

実
施

事

業
実

施
市

町
村

に
よ

る
個

別
的

支
援

「
低

栄
養

に
関

わ
る

相
談

・
指

導
」
に

組
み

替
え

て
分

け
て

実
施

し
た

。

高
齢

者
の

特
性

に
応

じ
、

主
に

低
栄

養
の

防
止

な
ど

、
心

身
機

能
の

低
下

を
予

防
す

る
こ

と
で

被

保
険

者
の

健
康

及
び

生
活

の
質

を
保

つ
。

1
2

B A
健

診
結

果
を

活
用

し
た

保
健

指
導

等

実
施

事
業

市
町

村
委

託

健
康

診
査

を
受

診
し

た
被

保
険

者
の

う
ち

生
活

習
慣

病
等

の
リ

ス
ク

の
高

い
者

に
対

し
保

健
事

業
を

実
施

し
疾

病
を

予
防

す
る

。

計
画

策
定

時
は

広
域

連
合

と
市

町
村

の
連

携
事

業
と

し

て
開

始
す

る
予

定
で

あ
っ

た
が

未
実

施
だ

っ
た

。
令

和
２

年

度
か

ら
開

始
し

た
一

体
的

実
施

事
業

に
お

け
る

個
別

的
支

援
と

対
象

者
が

重
な

る
こ

と
か

ら
、

中
間

評
価

よ
り

一
体

的

実
施

事
業

の
個

別
的

支
援

の
「
生

活
習

慣
病

等
の

重
症

化
予

防
に

関
わ

る
相

談
・
指

導
」
の

項
目

に
組

み
入

れ
た

。

実
施

市
町

村

数
1
3

　
国

は
令

和
６

年
度

ま
で

に
、

全
て

の
市

町
村

に
お

い
て

事
業

を
開

始
す

る
こ

と
を

目
指

し
て

お
り

、
群

馬
広

域
で

も
令

和
６

年
度

に
全

市
町

村
実

施
の

目
途

が
立

っ
て

い
る

。
第

２
期

計
画

で
は

主
に

全
市

町
村

の
事

業
開

始
に

向
け

た
支

援
を

実
施

し
て

き
た

が
、

第
３

期
計

画
で

は
実

施
市

町
村

の
保

健
事

業
の

内
容

を
拡

充
す

る
と

と
も

に
、

効
果

的
か

つ
効

率
的

な
事

業
実

施
に

つ
な

が
る

よ
う

支
援

を
実

施
し

て
い

く
た

め
、

県
全

体
の

取
組

状

況
の

評
価

を
行

う
。

高
齢

者
の

保
健

事
業

と
介

護
予

防
等

の

一
体

的
な

実
施

市
町

村
委

託

高
齢

者
の

抱
え

る
多

様
な

課
題

に
対

応
し

、
き

め
細

や
か

な
支

援
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

被
保

険

者
の

健
康

の
保

持
・
増

進
を

図
る

。

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律
の

一
部

改
正

に

伴
い

令
和

２
年

度
よ

り
事

業
開

始
。

国
は

令
和

６
年

度

に
全

市
町

村
で

実
施

を
目

指
し

て
い

る
。

地
域

の
健

康
課

題
に

応
じ

市
町

村
に

お
い

て
個

別
的

支
援

と
通

い
の

場
等

へ
の

積
極

的
な

関
与

の
両

面
か

ら
フ

レ
イ

ル
予

防
等

の
取

組
を

介
護

保
険

の
地

域
支

援
事

業
や

国
民

健
康

保
険

の

保
健

事
業

と
連

携
し

一
体

的
に

実
施

す
る

。

重
複

頻
回

受
診

者
等

訪
問

指
導

事
業

（
R

4
～

「
重

複
投

薬
者

等
保

健
指

導
事

業
」
に

名
称

変
更

）

1
5

1
4

　
本

事
業

に
つ

い
て

は
、

各
年

度
で

実
施

体
制

や
実

施
方

法
を

変
更

し
な

が
ら

模
索

を
続

け
て

き
た

た
め

、
評

価
指

標
を

一
律

に
は

で
き

ず
評

価
困

難

で
あ

る
。

　
業

者
委

託
や

広
域

連
合

直
営

の
体

制
で

は
実

施
人

数
や

指
導

内
容

に
限

界
が

あ
る

た
め

、
一

体
的

実
施

事
業

が
全

市
町

村
で

実
施

さ
れ

る
予

定
の

第
３

期
計

画
で

は
、

一
体

的
実

施
の

取
組

と
し

て
よ

り
身

近
な

市
町

村
に

お
い

て
実

施
し

て
い

く
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
上

記
（

1
4
）

②
と

同
様

に
、

国
保

事
業

と
し

て
既

に
取

組
を

実
施

し
て

い
る

市
町

村
が

あ
れ

ば
、

後
期

に

お
い

て
も

同
様

の
流

れ
で

実
施

・
連

携
し

や
す

い
と

考
え

ら
れ

る
。

E

　
第

３
期

計
画

で
は

「
多

剤
防

止
集

団
教

育
」
と

「
一

体
的

実
施

事
業

（
服

薬
）

」
の

事
業

は
分

け
て

考
え

る
。

「
多

剤
防

止
集

団
教

育
」
は

市

町
村

か
ら

の
要

望
も

増
え

て
い

る
こ

と
か

ら
第

２
期

計
画

と
同

様
に

継
続

実

施
し

、
「
一

体
的

実
施

事
業

（
服

薬
）

」
に

つ
い

て
は

一
体

的
実

施
事

業

の
取

組
と

し
て

市
町

村
支

援
を

実
施

し
て

い
く

。
国

保
事

業
と

し
て

既
に

取

組
を

実
施

し
て

い
る

市
町

村
が

あ
れ

ば
、

後
期

に
お

い
て

も
同

様
の

流
れ

で

実
施

・
連

携
し

や
す

い
と

考
え

ら
れ

る
。

実
施

数

（
人

）

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

送

付
（

人
）

平
成

3
0
年

度
～

令
和

元
年

度
は

業
者

へ
委

託
し

、
保

健

師
等

が
対

象
者

に
訪

問
指

導
を

実
施

。

令
和

２
年

度
～

令
和

３
年

度
は

広
域

連
合

が
対

象
者

に
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
送

付
を

実
施

。

令
和

４
年

度
～

令
和

５
年

度
は

広
域

連
合

が
、

一
体

的
実

施
事

業
実

施
市

町
村

在
住

の
対

象
者

に
は

リ
ー

フ

レ
ッ

ト
の

送
付

、
未

実
施

市
町

村
在

住
の

対
象

者
に

は

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

と
ア

ン
ケ

ー
ト

を
送

付
し

、
ア

ン
ケ

ー
ト

で
相

談
希

望
の

あ
っ

た
人

に
対

し
て

相
談

、
保

健
指

導
を

実
施

。

適
正

受
診

の
促

進
の

た
め

、
保

健
師

等
の

訪

問
指

導
等

を
実

施
し

、
医

療
費

の
適

正
化

を

図
る

。

広
域

直
営

（
１

）
多

剤
防

止
集

団
教

育

協
働

市
町

村
の

会
場

に
お

い
て

、
群

馬
県

薬
剤

師
会

か
ら

の
講

師
派

遣
に

よ
り

、
被

保
険

者
に

向
け

た
健

康
教

育
を

実
施

す
る

。

（
２

）
一

体
的

実
施

事
業

（
服

薬
）

一
体

的
実

施
事

業
と

し
て

委
託

市
町

村
が

「
重

複
・
頻

回

受
診

者
、

重
複

投
薬

者
等

へ
の

相
談

・
指

導
の

取
組

」
と

し
て

実
施

す
る

。

市
町

村
に

よ
る

低
栄

養
・
重

症
化

予
防

の
取

組

等
に

繋
げ

る
素

地
づ

く
り

を
図

る
。

ま
た

適
正

な

服
薬

の
た

め
の

正
し

い
知

識
の

普
及

を
図

る
こ

と

に
よ

り
多

剤
服

用
に

よ
っ

て
生

じ
る

有
害

事
象

を

防
止

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（
１

）
市

町
村

と
広

域

連
合

の
協

働

（
２

）
市

町
村

委
託

②
低

栄
養

防
止

等
フ

レ
イ

ル
対

策
事

業

（
多

剤
防

止
）

市
町

村
委

託
①

低
栄

養
防

止
等

フ
レ

イ
ル

対
策

事
業

（
栄

養
）

A A

（
１

）
一

体
的

実
施

事
業

以

外
：

多
剤

防
止

集
団

教
育

（
市

町
村

数
）

（
２

）
一

体
的

実
施

事
業

：
重

複
・
頻

回
受

診

者
、

重
複

投
薬

者
等

相
談

・
指

導
の

取
組

（
市

町
村

数
）
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群馬県の将来推計人口（令和２年１月推計）群馬県総務部統計課 P.8表 3「年齢（4区分）別人口」より作成 

群馬県後期高齢者医療広域連合 

保健事業実施計画（第３期データヘルス計画）概要版（案）

１. 計画の名称及び期間

群馬県後期高齢者医療広域連合 保健事業実施計画（第３期データヘルス計画）

令和６年度～令和 11年度

２. 計画策定の目的

健康課題を整理し、PDCAサイクルに沿った効果的な保健事業を実施することにより、生活習

慣病等の重症化の予防及び心身機能低下の防止を図り、できる限り長く在宅で自立した生活を送

れる高齢者を増やすこと、また、健康の保持増進及び QOL の維持向上を図り、結果として医療

費の適正化に資することを目的とします。 

３. 健康医療情報等の分析

健康医療情報等を項目ごとに分析し、対策の方向性を整理しました。

（１）被保険者構成の将来推計及び医療費見込み 

・今後、県全体の人口が減少していくのに対し、後期高齢者人口は増加し、特に８０歳以上

の占める割合は大きくなっていきます。

・後期高齢者人口の増加に伴い、医療費も増大していきます。

【方向性】 

・健康の保持増進、生活の質（QOL）の維持向上を図る対策が必要となります。
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KDB システム「地域の全体像の把握」平均自立期間より作成 

（２）平均余命・平均自立期間・死因別死亡割合 

・平均余命・平均自立期間（日常生活動作が自立している期間の平均）は男女ともに年々上

昇傾向であり、特に男性の方が大きく上昇しています。しかし、令和３年度の全国平均と

比較すると低く、男女ともに４０位を下回っています。

・平均余命と平均自立期間の差は全国と比較して男女ともに短い状況です。

・死因は脳疾患が減少傾向ですが、心疾患、腎不全は増加傾向となっています。また、その

要因の一つである糖尿病の死因割合は全国と比較し高く推移しています。

【方向性】 

・平均余命と平均自立期間の差は、日常生活に制限のある「健康でない期間」「要介護の期間」

を意味することから、この差を短くするために、平均自立期間を延ばすことが重要となり

ます。また、死因として増加している心疾患や腎不全につながる糖尿病の重症化を防ぐこ

とが必要です。 

（３）健康診査・歯科健康診査・質問票の分析 

・各市町村の受診率の推移は、平成 30 年度から令和元年度までは上昇傾向でしたが、コロ

ナ禍の影響により、令和２年度はほとんどの市町村が前年度を大きく下回りました。その

後令和３年度からは全体的に上昇傾向となっています。 

・地域により受診率に差が見られます。

・健診未受診者と比較して健診受診者の 1人当たりの医療費は少ないことから、健診受診が

医療費の高い生活習慣病等の重症化予防に寄与していると考えられます。

・健診結果において、全国より血圧・血糖のリスクが高く、eGFR についても全国より有所

見者の割合が高い状況となっています。

・健診結果で受診勧奨判定値に該当する項目があるにもかかわらず、医療機関を受診してい

ない人が約４割います。
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健診結果実績報告（後期高齢者健診＋人間ドック）より作成 

歯科健診結果実績報告（75歳歯科健康診査）より作成 KDB システム「後期高齢者の健診・医療・介護状況」 
-「後期高齢者の健診状況」より作成

・歯科健診は節目健診ではありますが、後期高齢者健診と比較して受診率が低い状況です。

・質問票の回答において、口腔機能に関連する項目（固いものが食べにくい、お茶や汁物で

むせる）の割合が全国と比較して高くなっています。

・健康状態不明者（医療、健診ともに未受診であり、かつ要介護の認定も受けていない人）

は県内では徐々に増加しています。健診の受診率の高い市町村であっても健康状態不明者

は多い状況です。

【方向性】 

・生活習慣病等の早期発見や重症化予防のため、多くの被保険者が健診を受けることが重要

となります。特に、早い時期からの早期発見・重症化予防のためにも、後期高齢者医療制

度に加入した 75歳から 79歳の年代の健診受診の推進が必要となります。

・健診受診率の向上のため、特に受診率の低い市町村の受診率向上の対策が必要です。

・歯科健診は被保険者自身が口腔機能の状況を確認することが出来る大事な機会であり、オ

ーラルフレイル予防につながることから、歯科健診の受診の推進も必要です。

・重症化を予防するため、血圧・血糖リスク該当者への対応や、健診結果で受診勧奨値に該

当している項目があるにもかかわらず医療機関を受診していない人に対しての受診勧奨の

取組が必要となります。

・咀嚼力の低下は嚥下機能低下と連動して口腔機能の低下につながり、また嚥下機能低下は

誤嚥性肺炎や窒息と関連があります。口腔機能低下を原因に全身のフレイルから要介護リ
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KDB システム「健康スコアリング（医療）」医療費推移より作成 

スク、死亡リスクにつながる危険性があるためオーラルフレイル予防が重要です。

・健康状態不明者に関わり、必要なサービスにつなげることや、生活習慣病などの早期発見

や重症化予防のために健診の受診勧奨を行う必要があります。

（４）医療関係の分析 

・令和２年度の総医療費は、新型コロナウイルス感染症蔓延による受診控え等の影響があり、

減少したと考えられますが、過去 5年間全体でみると総医療費は増加しています。 

・総医療費をレセプト種別で見ると入院医療費の伸び率が目立ち、また 1人当たりの医療費

でも外来より入院が高くなっています。

・入院医療費点数のうち、最も高額な疾患は骨折です。また関節疾患や骨粗しょう症が毎年

医療費点数の上位になっています。

・嚥下機能低下が原因の一つとなる肺炎も毎年入院医療費点数の上位に入っています。

・生活習慣病による医療費点数も入院外来ともに高く、慢性腎臓病（＊透析あり）による医

療費も毎年上昇しています。特に 80～８４歳の人工透析者数の伸び率が高くなっていま

す。

・先発医薬品に比べ、後発医薬品を使用することで医療費の抑制につながり、また自己負担

額の軽減にもなります。使用割合は年々上昇しており、全国と比較しても高い状況です。

また、重複投薬者や多剤投薬者の割合は減少しつつありますが、重複・多剤投薬は治療効

果に影響を与えるほか、副作用等の発現の可能性が高いです。延いては医療費の増大にも

つながっています。

【方向性】 

・関節疾患や骨粗しょう症は筋力低下を招いて転倒の原因となり、骨折につながります。ま

た、嚥下機能の低下は肺炎の原因となることが多いです。これらの疾患を防ぐために、フ

レイル（オーラルフレイルを含む）を予防することが大変重要となります。

・75 歳など後期高齢者医療制度加入から間もない被保険者の生活習慣病の重症化予防に取

り組む必要があります。

・後発医薬品の普及啓発を行い、今後も使用割合を高めていく必要があります。また、後発
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KDB システム「健康スコアリング（介護）」介護給付費推移より作成 KDB システム「基本コース」-「健康課題の明確化」 

-「3重症化（要介護状態）している病気を見つける」

要介護（支援）者認定状況より作成

医薬品と同様に正しい服薬を推進するため、普及啓発や保健指導等を実施する必要があり

ます。 

（５）介護関係の分析 

・要介護認定率は全国平均より低いですが、介護サービス利用率は高くなっています。また、

介護認定者、介護給付費も年々増加しており、1 人当たりの給付費も全国よりやや高く推

移しています。 

・介護認定者の有病率は生活習慣病や筋・骨格系の疾患が多くなっています。特に糖尿病の

有病者が増加しています。また、介護認定を受けている人の医療費は高く、特に入院費が

高額となっています。

【方向性】 

有病率の高い疾患の重症化を予防し、要介護状態を予防することが、自立した生活を過ご

すため、また給付費や医療費の抑制のためにも必要となります。 

４. 課題及び取組の方向性

健康医療情報等の分析結果に基づき、広域連合がアプローチする課題及び課題解決に係る取組

の方向性を下記Ａ～Ｃとしました。 

 

広域連合がアプローチする課題 課題解決に係る取組の方向性

Ａ
健康の保持増進につながる健康状態の把握と生活
習慣病の早期発見、重症化予防の推進を図ること

・健診受診率、歯科健診受診率の向上
・健診受診率の市町村格差の改善
・健康状態不明者の状態把握と早期対応
・生活習慣病（高血圧・糖尿病性腎症等）の重症化予防
・一体的実施事業の推進

Ｂ
要介護状態への移行を遅らせ、自立した生活を過
ごせるように加齢に伴うフレイル予防の推進を図
ること

・健診受診率、歯科健診受診率の向上
・フレイル、オーラルフレイル予防
・一体的実施事業の推進

Ｃ

健康の保持増進、医療費の適正化につながる重
複・多剤投薬者への正しい服薬の推進を図るこ
と、また、医療費の抑制につながる後発医薬品の
使用の普及啓発を図ること

・重複、多剤投薬者への対策（一体的実施事業の推進）
・後発医薬品を含む正しい服薬の普及啓発
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５. 計画の目標及び計画事業一覧

前述の課題を踏まえ、本計画全体の目標（計画によって目指す姿）は、

「生活習慣病等の重症化の予防及び心身機能低下の防止を図り、できる限り長く在宅で自立

した生活を送れる高齢者を増やすこと」とします。 

そして、目標の達成に向けた取組として新規２事業を含む次の事業を実施します。 

対応する
健康課題

事業分類 事業名 事業目的 事業内容 評価指標（主要なものを抜粋）
現状

（R4実績）
目標値
（R11）

【アウトカム】
・受診勧奨判定値に該当する者の割合
（健診受診者全体）

65.2% 58.7%

【アウトプット】
・健診受診率

37.47% 42.50%

2 A、B
健診事後指導事
業

後期高齢者健診受診後の未受療者
に対して受診勧奨を行い、糖尿病
等の生活習慣病の罹患、重症化を
予防することで被保険者の健康及
び生活の質を保つ。

後期高齢者健診結果で受診勧奨値に該
当する項目があるにもかかわらず、４
か月間医療機関の受診がない者に対
し、受診勧奨通知を送付する。

【アウトカム】
・受診勧奨後の受診率（全体）

46.0% 55.2%

【アウトカム】
・健診質問票「半年前に比べて固いも
のが食べにくい」に該当する者の割合

30.6% 27.5%

【アウトプット】
・歯科健診受診率

18.9% 25.0%

【アウトカム】
・口腔清掃状態の維持・改善した割合

66.7% 80.0%

【アウトプット】
・訪問歯科健診受診率

11.5% 23.0%

5 A、B
歯科健診事後指
導事業

後期高齢者のオーラルフレイル予
防は全身の健康づくりに大きな影
響があることから、歯科健診の事
後指導事業として、要精査・要治
療者を早期に受診につなげること
で口腔機能の維持・改善を図る。

前年度歯科健診結果で要精査・要治療
と診断されたにも関わらず、歯科受診
がない者に対し、受診勧奨通知及び
オーラルフレイルに関するリーフレッ
トを送付する。

【アウトカム】
・受診勧奨後の受診率

30.0% 39.0%

6 A、B、C
適正服薬等指導
事業

7 A、B
重症化予防事業
（糖尿病性腎
症）

8 A、B
重症化予防事業
（その他生活習
慣病）

9 A、B
健康状態不明者
対策事業

10 A、B

フレイル予防事
業（オーラルフ
レイル予防含
む）

【アウトカム】
・健診質問票「健康状態」かつ「歩行
速度」に該当する者及び「歩行速度」
かつ「転倒」に該当する者の割合

19.0% 15.2%

【アウトプット】
・事業実施市町村数・割合

14.3% 48.6%

12 C
後発医薬品使
用促進事業

後発医薬品使用
促進事業

後発医薬品の安全性等を普及啓発
することにより使用促進を図り、
被保険者の自己負担軽減と医療費
の削減を図る。

被保険者に対し、ジェネリック医薬品
希望カードの配布、ジェネリック医薬
品利用差額通知の送付及びジェネリッ
ク医薬品の使用促進に係る広報啓発を
行う。

【アウトカム】
・正しい服薬について理解できた者の
割合

― 75.0%

【アウトプット】
・集団教育事業実施市町村数・割合

8.6% 28.6%

【アウトカム】
・介入前後３か月の重複処方状況（薬
剤・薬効数）の改善した者の割合

50.0% 60.0%

【アウトプット】
・介入できた者の割合

1.8% 2.2%

【アウトカム】
・フレイル予防について理解できた者
の割合

― 75.0%

【アウトプット】
・集団教育事業実施市町村数・割合

― 22.9%

【アウトカム】
・オーラルフレイル予防について理解
できた者の割合

― 75.0%

【アウトプット】
・集団教育事業実施市町村数・割合

― 22.9%

15

フレイル対策

広域連合と市町村の協働により、希望
市町村の被保険者を対象として、理学
療法士等によるフレイルについての健
康教育を実施する。

加齢に伴う虚弱な状態であるフレ
イルを予防し、健康の保持増進、
生活の質の維持向上を図る。

【新規】フレイ
ル予防推進事業

16

広域連合と市町村の協働により、希望
市町村の被保険者を対象として、歯科
衛生士によるオーラルフレイルについ
ての健康教育を実施する。

加齢に伴う口腔機能の低下である
オーラルフレイルを予防し、健康
の保持増進、生活の質の維持向上
を図る。

【新規】オーラ
ルフレイル予防
推進事業

B

B

重複投薬の状態にある被保険者に対
し、適正服薬に関するリーフレット及
びアンケートを送付し、希望者に対し
て保健指導を行う。

適正服薬の促進のため、保健師等
による訪問指導等を実施し、被保
険者の健康の保持増進、医療費の
適正化を図る。

重複投薬者等保
健指導事業

重複投薬者等
保健指導事業

14 C

広域連合と市町村の協働により、希望
市町村の被保険者を対象として、群馬
県薬剤師会の薬剤師による適正服薬に
ついての健康教育を実施する。

適正な服薬のための正しい知識の
普及を図ることにより、多剤服用
によって生じる有害事象を防止す
ること。また、市町村による重複
投薬者等への相談指導の取組に繋
げる素地づくりを図ることを目的
とする。

多剤防止集団教
育事業

多剤防止事業13 C

市町村への委託により、各市町村の健
康課題に応じた個別的支援（ハイリス
クアプロ―チ）及び通いの場への積極
的な関与（ポピュレーションアプロー
チ）を実施する。広域連合は市町村に
対して費用助成を行うほか、研修会や
打ち合わせ会を通じて事業の企画・評
価の支援等を行う。

一体的実施事
業

後期高齢者の特性（複数の慢性疾
患を保有・加齢に伴う虚弱な状態
であるフレイルが顕著に進行）を
踏まえ、疾病の予防・重症化予
防・フレイル（オーラルフレイル
含む）予防に着目した「高齢者の
保健事業と介護予防等の一体的な
実施」事業の取組を推進すること
により、被保険者の健康及び生活
の質の保持増進を図る。

11

被保険者に対し、市町村がフレイル等
についての健康教育・健康相談等や
リーフレットの送付等による普及啓発
を実施する。広域連合は事業実施市町
村に対し、国の交付金を活用して補助
金を交付する。

地域の特性や課題等を踏まえた健
康教育・健康相談等を実施するこ
とにより、加齢に伴う虚弱な状態
であるフレイル（オーラルフレイ
ル含む）の予防や心身の健康保持
増進を図る。

長寿・健康増進
事業（フレイル
予防等）

健康増進事業B

市町村への委託により、被保険者を対
象として特定健診の検査項目から腹囲
を除く項目を実施する。また、医師の
判断に基づき詳細健診を実施する。

被保険者の生活習慣病等の早期発
見や重症化予防を図るとともに心
身機能の低下予防を図る。

後期高齢者健康
診査事業

1

後期高齢者健
康診査

A、B

3
後期高齢者歯科
健康診査事業

群馬県歯科医師会への委託により、前
年度75歳に到達した者を対象とし
て、国の「後期高齢者を対象とした歯
科健診マニュアル」に基づく検査項目
を実施する。

被保険者の口腔機能低下の予防と
口腔に対する健康意識の向上を図
り、全身機能の改善及び疾病等の
重症化予防に繋げる。

4
後期高齢者訪問
歯科健診事業

郡市歯科歯科医師会への委託及び管内
市町村の協力により、前年度歯科健診
を受診しなかった者で介護認定を受け
ている在宅高齢者を対象として、訪問
歯科健診を実施する。

後期高齢者歯
科健康診査

在宅要介護者等に対し訪問による
歯科健診を実施し、口腔内の環境
改善や誤嚥性肺炎等の疾病予防や
健康維持を目指す。また、本人及
び家族の低栄養防止・重症化予防
に関する意識の向上を図る。

A、B

A、B

1.01% 0.81%

20.0% 100.0%

【アウトカム】
※群馬県医療費適正化計画（第4期）の評価指標・目標値に準じ
るため、県から公表され次第、設定する。

【アウトプット】
・実施市町村数（重症化予防（その他
身体的フレイルを含む））

【アウトカム】
・ハイリスク者割合（重症化予防（コ
ントロール不良者））
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【議題 ４】 

健康保険証廃止以降における被保険者証等の取扱いについて 

1 発行済の健康保険証の取扱いについて 

（１）健康保険証は、マイナンバー法等の一部改正法公布日（令和５年６月９日）

から、１年６月以内の政令で定める日に廃止となり、施行日までに交付を受け

ている場合は、その後１年間（有効期限が先に到来する場合は有効期間までの

間）有効とみなす経過措置が設けられている。そのため、次回更新時における

被保険者証の期間は、令和６年８月１日から令和７年７月３１日（予定）まで

とする。 

２ 令和６年秋以降の健康保険証廃止後の「資格確認書」の取扱いについて 

（１）マイナ保険証を保有していない方すべて に、当分の間、資格確認書を申請に

よらず職権交付する。 

（２）マイナ保険証を保有していても、マイナ保険証での受診が困難な場合には、

申請により交付する。その後も継続的に必要と見込まれる場合は、更新時に、

申請によらず交付する。 

（３）有効期間は、現行と同様に１年とする。様式については、現行のシステムを

活用するため、サイズや材質ともに現行と同様とする。 

（４）記載事項は、必須記載事項と任意記載事項に区分。職権交付する場合は、必

須記載事項のみとする。 

３ マイナ保険証の利用シーンの拡大「資格情報のお知らせ」について 

(１) 保険証廃止以降、マイナ保険証を保有している、年齢到達等により新規加入

した方や負担割が変更になった方などに、被保険者資格等を簡単に把握でき

るよう、氏名・被保険者番号・保険者番号・保険者名・負担割合等を記載した

「資格情報のお知らせ」を交付する。

（２）オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する際などは、マイ

ナ保険証と合わせてスマートフォンを携行しマイナポータルの被保険者資格

情報を提示、またはマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示する

ことで受診可能とする。 

(３) 様式については、Ａ４の通知、または、携帯できるカード型のものを検討す

る。 
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４ その他 

(１)「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の様式については、現在、詳細に

ついて検討を行っている。

(２） １から３について、現時点で、厚生労働省等において示されている情報で

あり、今後、変更される場合も考えられる。  
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後期高齢者医療懇談会設置要綱 

（設置） 

第１条 後期高齢者医療制度の運営に関し、幅広く意見を聴取するため、後期

高齢者医療懇談会（以下「懇談会」という｡）を置く。 

（委員） 

第２条 懇談会は、委員 12 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。 

(1) 学識経験者

(2) 被保険者を代表する者

(3) 医療関係者（保険医、保険歯科医及び保険薬剤師）

(4) 医療保険者を代表する者

(5) その他広域連合長が必要と認める者

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（座長） 

第３条 懇談会に座長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 座長は、懇談会の会務を総理する。 

（招集） 

第４条 懇談会は、事務局長が招集する。 

（意見の聴取等） 

第５条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は、広域連合事務局総務課において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、

座長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成 19 年７月 20 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年 9 月 28 日から施行する。 
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会議運営の取り扱いについて 

１ 事務局は、懇談会の議事概要を、懇談会の開催の都度作

成し、配布資料と併せて、広域連合ホームページ上で公開

する。 

２ 議事概要は要点筆記とし、発言者名を記載しない。 

３ 代理出席は、認めない。 
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